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決算審査特別委員会教育未来分科会記録 
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              休    憩 
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大 平 真 弘 安 喰 初 美 岩 井 雅 夫 段 木 和 彦 

森 山 和 博 石 井 茂 隆   
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担当書記 岡 田 昌 樹 渡  邉 健 嗣   

説 明 員 

こども未来局 

こども未来局長 宍倉 和美 こども未来部長 大町 克己 

幼児教育・保育部

長 

石野 隆史 こども未来部参事

（東部児童相談所

長事務取扱） 

山口 美登里 

こども企画課長 宮葉 信之 健全育成課長 石田 信之 

青少年サポートセ

ンター所長 

栗田 謙正 こども家庭支援課

長 

髙木 健司 

企画調整担当課長 中坂 達彦 西部児童相談所 桐岡 真佐子 

幼保支援課長 皐月 裕美子 幼保運営課長 小林 崇 

幼保指導課長 香川 靖雄 職員担当課長 佐藤 裕司 

保育所指導担当課

長 

渡邉 かおり 総括主幹 田中 佳奈子 

 

審査案件 
令和４年度決算 

こども未来局所管 

協議案件 指摘要望事項の協議 

そ の 他 委員席の指定 

            主 査    渡 辺   忍 
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午前９時59分開議 

 

○主査（渡辺 忍君） おはようございます。 

 ただいまから決算審査特別委員会教育未来分科会を開きます。 

 

委員席の指定 

○主査（渡辺 忍君） 委員席につきましては、ただいまお座りの席を指定いたします。 

 本日の審査日程につきましては、まず、こども未来局所管の審査を行った後、指摘要望事項

の協議をお願いいたします。 

 傍聴の皆様に申し上げます。分科会傍聴に当たっては、傍聴証に記載の注意事項を遵守いた

だきますようお願いいたします。 

 

こども未来局所管審査 

○主査（渡辺 忍君） これより、令和４年度決算議案の審査を行います。 

 それでは、こども未来局所管について、説明をお願いいたします。こども未来局長。 

○こども未来局長 こども未来局でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 説明の前に、お手元にお配りしております和４年度主要施策の成果説明書の訂正についてを

御覧くださいませ。 

 こども家庭課のヤングケアラー支援体制強化につきまして、財源の内訳を記載のとおり訂正

させていただきます。誠に申し訳ございません。 

 それでは、説明に入らせていただきます。恐れ入りますが、着座にて説明をさせていただき

ます。失礼いたします。 

 私からは、こども未来局全体の決算の概要について説明いたしまして、詳細につきましては、

後ほど各部長より説明をさせていただきます。 

 それでは、お手元の主要施策の成果説明書、ページは138から145ページでございます。こど

も未来局歳入歳出決算額状況表に沿って御説明をさせていただきます。 

 なお、金額は100万円未満を切り捨てて、100万円単位で申し上げます。 

 初めに、一般会計の歳入でございます。140ページをお願いいたします。上の表の計欄を御

覧ください。 

 予算現額435億7,500万円に対しまして、２つ右手にずれていただきまして、収入済額は416

億9,700万円でございます。 

 なお、予算に対する収入割合は95.7％、前年度と比較いたしますと、収入済額は20.6％の減

となっております。 

 不納欠損額1,600万円でございますが、これは、債権の消滅時効に係る時効期間が満了した

保育料などによるものでございます。 

 収入未済額１億5,600万円は、保育料や子どもルーム利用料の滞納などによるものでござい

ます。 

 歳入の主なものといたしましては、139ページの備考欄に記載のとおり、保育所保育費負担

金や公立保育所使用料のほか、国・県負担金の児童手当収入、施設型給付費収入などでござい
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ます。 

 次に、一般会計の歳出でございます。140ページ、一番下の計欄を御覧ください。 

 予算現額671億7,600万円に対し、支出済額645億1,100万円でございます。 

 なお、執行率は96％となっており、前年度と比較いたしますと、支出済額は9.2％の減とな

っております。 

 右側、翌年度繰越額９億3,400万円でございますが、これは、国が前倒しで予算化したこと

に伴いまして、本市においても補正予算化し、全額繰り越した新型コロナウイルス感染症対策

事業費や、国際情勢の影響による資材調達の遅れなどにより繰り越した公立保育所改築事業費

などでございます。 

 不用額は17億3,000万円で、幼稚園利用給付費において、利用人数が見込みを下回ったこと

などによるものでございます。 

 歳出の主なものにつきましては、右側の備考欄に記載のとおり、児童手当の支給、子どもル

ームの整備、運営のほか、民間保育園等への給付、助成となっております。この児童手当の支

給につきましては、延べ支給児童数が減少したことなどから、前年度に比べまして4.6％、６

億100万円の減となっております。 

 次に、特別会計について御説明いたします。142ページ、143ページをお願いいたします。 

 初めに、母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の歳入でございます。上の表の計欄を御覧

ください。 

 予算現額２億3,800万円に対しまして、２つ右にずれていただきまして、収入済額は５億

7,800万円でございます。 

 その２つ右にまたずれていただきまして、収入未済額は３億100万円で、生活困窮等による

貸付金元利収入の滞納によるものなどでございます。 

 不納欠損額31万円でございますが、これは、貸付金のうち、破産等により履行される見込み

がない債権について、千葉市債権管理条例に基づき、債権放棄を行ったものでございます。 

 次に、歳出でございます。 

 予算現額２億3,800万円に対し、支出済額１億4,100万円でございます。 

 なお、執行率は59.4％となっております。 

 144ページ、145ページをお願いいたします。 

 次に、公共用地取得事業特別会計の歳入でございます。上の表の計欄を御覧ください。 

 予算現額9,700万円に対し、２つ右手にずれていただきました収入済額は、9,600万円でござ

います。 

 次に、歳出でございます。 

 予算現額9,700万円に対し、支出済額は9,600万円で、保育所の建て替えに伴う移転用地取得

によるものとなっております。 

 なお、執行率は98.5％でございます。 

 こども未来局における歳入歳出決算額の状況は、以上でございます。決算の詳細につきまし

ては、引き続き、各部長より説明いたします。 

○主査（渡辺 忍君） こども未来部長。 

○こども未来部長 こども未来部でございます。おはようございます。 
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 引き続き、こども未来部の主な施策について説明させていただきます。失礼して、座って説

明させていただきます。 

 146ページをお願いいたします。 

 １番の新型コロナウイルス感染症対策ですが、決算額は21億9,089万8,000円でございます。

これは、新型コロナウイルス感染症対策として、児童福祉施設等への感染症対策物品の購入助

成や、子育て世帯への給付金など、各種施策を実施いたしました。令和４年度は、新たに子育

て世帯へ１世帯当たり１万円を支給したほか、保育施設等へ給食費を助成するとともに、保育

施設や指定管理施設へ光熱水費を助成いたしました。 

 続いて、２番のこどもの参画推進ですが、決算額は243万4,000円でございます。社会の一員

としての子供の自覚と自立を促し、こどもの参画によるまちづくりを実現するため、記載のと

おりの各種事業を実施いたしました。 

 147ページをお願いいたします。 

 ３番の子どもルーム整備・運営ですが、決算額は38億286万8,000円でございます。就労など

により、昼間、家庭に保護者がいない児童を対象に、放課後の遊びや生活の場を提供するもの

で、利用者の多様なニーズに対応するため、新たに夏季休業時拡大枠として、夏季限定ルーム

を設けるとともに、土曜日の開所時間を19時まで延長いたしました。また、待機児童解消に向

けた施設整備を３か所行いました。 

 続きまして、４番の放課後児童健全育成事業補助等でございます。決算額は１億2,121万

2,000円でございます。民間事業者が実施する子どもルームの安定的な運営を確保し、児童の

健全育成を図るため、運営経費の一部を助成するもので、14事業者に助成するとともに、医療

的ケア児の受入れに係る補助メニューを創設いたしました。また、民間子どもルームの利用を

促進するため、リーフレットを作成し、公設子どもルームの入所案内とともに配布してござい

ます。 

 次の５番のネットパトロールですが、これは新規事業で、決算額は317万7,000円でございま

す。青少年がインターネットを通じた犯罪の加害者、被害者とならないよう、学校及び関係機

関と連携した取組を実施しております。 

 148ページをお願いいたします。 

 ６番のヤングケアラーの支援体制強化です。これは、先ほど訂正があったところでございま

す。新規事業で、決算額は18万2,000円でございます。ヤングケアラーに関する支援体制を強

化するため、福祉、介護、医療、教育などの関係機関の職員がヤングケアラーについて学ぶた

めの研修を、３会場で計230名に対し実施いたしました。 

 次の７番の子ども家庭総合支援拠点運営・整備ですが、こちらも新規事業で、決算額は109

万8,000円でございます。子供とその家庭、妊産婦等に対する支援を充実するため、令和４年

度は花見川区、稲毛区の開設に向けた整備を行いました。 

 続いて、８番の里親委託前養育等支援でございます。こちらも新規事業で、決算額は16万

6,000円でございます。里親委託を推進するため、里親登録のための研修参加に要する交通費

の支援を14件、委託前の児童との交流期間の生活費や交通費の支援を６件助成いたしました。 

 続きまして、９番の民間児童福祉施設助成ですが、こちらは拡充事業で、決算額は1,564万

4,000円でございます。児童養護施設などにおいて、支援の必要性の高い子供への支援や夜勤
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業務などに対応するため、補助職員の雇用に要する費用の一部について、６施設に助成いたし

ました。 

 続きまして、149ページをお願いいたします。 

 10番の子どもの貧困対策総合コーディネート、子どもナビゲーターでございます。拡充事業

で、決算額は3,150万3,000円でございます。複合的な課題を抱える生活困窮家庭などの子供の

生活習慣や生活環境の改善、関係機関との連携など、包括的な支援を行う子どもナビゲーター

について、中央区、花見川区、稲毛区、若葉区に加えまして、緑区に１名配置いたしました。 

 11番の学校外教育バウチャーですが、こちらも拡充事業で、決算額は2,076万円でございま

す。生活困窮家庭の小学５・６年生の児童に対し、クーポンを提供し、学習塾や習い事の費用

を助成する学校外教育バウチャーにつきまして、ひとり親世帯の生活保護受給世帯や児童扶養

手当全部支給世帯に加えまして、新たに、ひとり親以外の生活保護受給世帯も対象として、

207人に対し助成いたしました。 

 続きまして、12番の新児童相談所基本計画の策定ですが、こちらは新規事業で、決算額は

847万円でございます。増加、複雑・困難化する児童虐待に適切に対応するため、将来的な児

童相談所開設に向けた基本計画策定支援業務委託を実施いたしました。 

 13番の児童相談所管理運営ですが、決算額は４億5,472万4,000円でございます。児童に関す

る様々な問題について、家庭、その他からの相談に応じ、最も効果的な援助、支援を実施する

ため、里親制度推進として、里親への心理的ケア支援を導入するとともに、育児、家事、学習

支援等を行うヘルパー等の派遣を実施するほか、里親を対象とした損害賠償保険に係る費用を

新たに負担いたしました。 

 150ページをお願いいたします。 

 特別会計の母子父子寡婦福祉資金貸付ですが、決算額は１億4,143万5,000円でございます。

母子家庭、父子家庭及び寡婦家庭の方の経済的自立を支援するため、修学資金などの貸付けを

行っております。 

 こども未来部の説明は、以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 幼児教育・保育部長。 

○幼児教育・保育部長 幼児教育・保育部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 幼児教育・保育部所管の主な施策の概要及び成果について御説明させていただきます。失礼

して、座って説明させていただきます。 

 令和４年度主要施策の成果説明書の151ページをお願いいたします。 

 １の民間保育園等整備でございますけれども、拡充事業で、決算額は２億281万6,000円でご

ざいます。待機児童ゼロを継続するため、幼稚園の認定こども園移行や民間保育園の整備など

に係る費用を助成し、合計25か所、523人分を整備するとともに、特に整備の必要性が高い地

域において、一定以上の賃料を負担する５事業者に対して、開園前後の賃借料について助成い

たしました。また、子育て世帯に対し、教育、保育の利用意向などに関するアンケート調査を

行い、整備計画の中間見直しを実施いたしました。 

 152ページをお願いいたします。 

 ２の公立保育所の建替えでございますけれども、決算額は２億1,342万1,000円でございます。

老朽化した公立保育所の建て替え、民営化に当たり、園舎の整備や共同保育等に係る経費を２
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事業者に助成するとともに、公立で建て替える保育所の基本設計を１か所実施いたしました。 

 ３の幼稚園給付・助成でございますけれども、決算額は23億9,051万2,000円でございます。

保護者の経済的負担を軽減し、幼児教育の振興を図るため、幼児教育・保育の無償化を実施す

るとともに、各種助成を実施いたしました。 

 153ページをお願いいたします。 

 ４の幼児教育の推進体制構築でございますけれども、決算額は23万円でございます。幼児教

育と小学校教育の接続の強化を図り、子供の発達や学びの連続性を確保するとともに、幼稚園、

保育所、認定こども園を通じた幼児教育の質の向上を図りました。 

 ５の民間保育園等給付・助成ですが、決算額は267億3,229万円でございます。保護者の経済

的負担を軽減し、子育て世帯を支援するため、幼児教育・保育の無償化を実施するとともに、

各種助成を行いました。 

 154ページをお願いいたします。 

 ６の保育の質の確保でございますけれども、決算額は8,272万5,000円でございます。事故を

未然に防ぐため、園庭のない民間保育園等に対し、保育支援者、キッズガードの配置に係る費

用を助成するとともに、ＪＲ稲毛駅周辺においてキッズゾーンを整備することにより、車両運

転者への注意喚起を行うことで、園外活動における園児の安全対策を実施いたしました。また、

保育の質の確保と向上を図るため、栄養士巡回指導員を１人増員するとともに、ＩＣＴ化推進

及び事故防止推進のための助成のほか、引き続き、各種研修を実施いたしました。 

 ７の教育・保育人材の確保でございますけれども、決算額は13億8,601万4,000円でございま

す。保育士の就業継続、離職防止を図るため、保育士等給与改善、宿舎借上げ助成を行うとと

もに、増加する保育士需要に対応するため、保育士修学資金等貸付などを行いました。 

 最後に、155ページをお願いいたします。 

 ８の多様な保育需要への対応でございますけれども、決算額は２億160万5,000円でございま

す。保護者の就労形態の多様化などに伴う保育ニーズに合わせ、様々な保育メニューの提供を

行うとともに、３歳未満児を在宅で保育する祖父母等の親族に対し、公的な給付を行ったほか、

医療的ケア児への支援のため、公立保育所等への看護師配置、居宅訪問型保育の実施などを行

いました。また、地域における小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動への支援を行

いました。 

 ９の民間保育園等改築助成ですが、決算額は4,104万2,000円でございます。良好な保育環境

の確保を促進し、施設面の保育の質の向上を図るため、老朽化した民間保育園等の建て替えに

係る費用を助成いたしました。 

 説明は、以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） ありがとうございました。 

 それでは、これより御質疑等をお願いしたいと思いますが、審査の初日となりますことから、

委員の皆様に申し上げます。 

 御質疑等の際には、最初に、一括か一問一答か、質問方法を述べてください。いずれも答弁

並びに意見、要望を含め、45分を目安とさせていただきます。 

 なお、10分ぐらい前になりましたら、残りの時間をお知らせいたしますので、時間内で御発

言をまとめていただくよう、御協力のほどお願いいたします。 
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 また、委員の皆様には、令和４年度の決算審査であることを十分踏まえ、御発言いただくと

ともに、所管におかれましては、簡潔明瞭な御答弁をお願いいたします。 

 なお、委員外議員が質疑を希望した場合の取扱いは、当分科会の委員の局ごとの質疑が全て

終了した後に協議、決定いたしますので、御了承願います。 

 それでは、御質疑等がありましたら、お願いいたします。石川委員。 

○委員（石川美香君） おはようございます。 

 それでは、一問一答でお願いいたします。 

 まず初めに、147ページ、子どもルーム整備・運営について伺いたいと思います。 

 新規で、夏季休業時拡大枠の実施３か所、拡充で土曜日開所時間延長、拡充で施設整備３か

所、それぞれ具体的な場所や内容と、それぞれの歳出金額を教えてください。 

○主査（渡辺 忍君） 健全育成課長。 

○健全育成課長 健全育成課でございます。 

 まず、夏季拡大枠につきましてですが、令和４年度、院内小学校、泉谷小学校、みつわ台南

小学校で夏季拡大枠を実施しております。３か所の整備を行いまして、581万円の決算となっ

ております。 

 あとは、土曜日の開所につきましてですけれども、土曜日延長することによりまして、

4,722万2,000円の予算を使うことになっておりまして、実際に使ったお子さんも相当数、一定

数おりますので、我々としても、ある一定の評価が出たのではないかなというふうに考えてお

ります。 

 あと、新設の３か所の整備ということで、北貝塚小学校、誉田東小学校の新設ルーム、あと

泉谷小学校の校舎内の整備で１教室使えるようにしてあります。それにつきましては、工事の

費用としましては、合わせて５億1,064万8,000円の経費を使って整備をさせていただきました。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 石川委員。 

○委員（石川美香君） ありがとうございました。 

 働く保護者が増えてきておりますので、さらなる拡充を期待いたしております。 

 次に、夏季休業時拡大枠を３か所増やしたことにより、新たに受入れ可能となった児童数を

教えてください。また、全体に対してどれくらいの割合の子どもルームが夏季休業時に開催し

ているか、教えてください。 

○主査（渡辺 忍君） 健全育成課長。 

○健全育成課長 健全育成課でございます。 

 夏期拡大枠の子どもルーム、先ほど３か所というお話をさせていただきました。それぞれの

箇所で１教室分、いわゆる40人の枠を広げておりまして、３か所で120名の枠ということで、

昨年、やらせていただきました。そのうち、120名の枠なんですが、実際に夏季ルームのみ利

用したお子さんが34名となっております。今年度、その反省を生かしまして、またさらに増や

したんですけれども、昨年度は34名ということでございます。 

 全体のお子さんが9,000人強いらっしゃいますので、全体から比べると低い数字ですが、夏

のみ使いたいという利用者も、ここで昨年、モデル的にやったおかげで、我々が考えている一

定数以上がいるということも分かりましたので、今後、さらに拡充も目指してやっていきたい
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と思っております。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 石川委員。 

○委員（石川美香君） ありがとうございました。 

 やっぱり夏休みというのは、すごく長い時間あるので、働く保護者にとっては、とてもあり

がたい。夏休みも、ぜひ拡充していっていただきたいと思います。今年もまた、５か所だか６

か所拡充するということで、そちらも期待しております。 

 続きまして、土曜日の開所時間が７時までとなりましたけれども、今までの定時の16時半以

降利用している児童の割合は、どれくらいいらっしゃいますでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 健全育成課長。 

○健全育成課長 健全育成課でございます。 

 令和４年度より、夜の７時まで土曜日延長ということを行いました。これまでの利用した人

数ですけれども、昨年度、月に１回程度土曜日の人数の調査を行っております。全体の利用人

数に比べては、平均的に大体300人から350人ぐらい土曜日使っております。 

 ですので、平日に比べると、パーセントでいうと、かなり低くなってしまうんですが、土曜

日のみ使っているお子さんが300人から350人程度おります。そのうち、多くのお子さんが５時

までに帰ってしまいますので、５時まで使うお子さんが、そのうちの100人から百二、三十人

ぐらいおります。その後、延長したことによって、さらにその100から120人の６割程度が最後

の６時まで使っているということで、全体的にはそんなに多い数字ではないですけれども、一

定数いるということが分かっております。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 石川委員。 

○委員（石川美香君） ありがとうございました。 

 私自身も土曜日に働いていたので、延長していただくというのは、働く保護者にとっては本

当にありがたいサービスというか、こういったことは本当に大変助かります。ありがとうござ

います。 

 続きまして、154ページの教育・保育人材の確保について伺います。 

 本市において、保育士等給与改善で３万円、宿舎借上げ月６万3,000円を上限に、４分の３

補助しておりますが、その金額は、経営している園に支払われていると聞いております。市で

は、実際に補助金が保育士に支払われているか、把握していますでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。 

 給与改善事業と宿舎借上げ事業ともに、補助金の審査に当たりまして、給与等に充てている

かというところは確認をさせていただいております。 

○主査（渡辺 忍君） 石川委員。 

○委員（石川美香君） ありがとうございました。 

 結構前に、介護施設とか、給料が上がったといっても、結構引かれてしまっているという事

実もありましたので、保育士に関しましては、ちゃんとチェックしているということで安心い

たしました。 
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 この制度が始まってからの保育士人材は増えているか、また、離職率は減っているか、教え

てください。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。 

 市内保育施設が増えておりますので、全体としての保育人材は増えておると考えております

し、指標になるかはあれですけれども、給与改善事業で賃金上乗せ分の状況を対象者の延べ人

数で申し上げますと、令和３年度が３万7,259人に対しまして、令和４年度は３万8,058名とな

っておりまして、今、直近２年間を申し上げましたが、年々増加傾向にある状況ではございま

す。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 石川委員。 

○委員（石川美香君） ありがとうございました。 

 これから、休日保育など、また誰でも保育も始まると思いますので、保育人材の確保をしっ

かりとしていただければと思います。 

 続きまして、155ページになります。多様な保育需要への対応について伺います。 

 一時預かり、不定期利用、定期利用を使いたくても、なかなか予約が取れずに困っている、

または近くに一時保育の預かりがなくて困っているという声を聞いております。 

 そこで、伺います。一時預かり希望者が実際に利用することができていたのかをお聞かせく

ださい。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。一時預かりに関しましては、今、委員御指摘のと

おり、我々としても、ニーズに対して供給が足りていないということは認識しております。そ

のため、一時預かりを御利用になりたい保護者様が予約を取ろうとした際に、お断りするケー

スもございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 石川委員。 

○委員（石川美香君） ありがとうございました。 

 やはり利用したいときになかなか利用できないという声をたくさんいただいておりますので、

また改善をお願いいたします。 

 本市のホームページ、令和５年８月24日時点の一時預かり、不定期利用の空き状況が載って

いたんですけれども、保育施設75か所中、令和４年では77か所だったのが２か所減っているよ

うなんですけれども、３日以上空きがありが21か所、１日から２日程度の空き状況が17か所、

空きなしが75か所中37か所となっており、半数以上の保育所で空きがない状態だということで

す。 

 また、一時預かり、定期利用に関しましては、現在、33か所、令和４年より１か所減ってい

るようですけれども、そちらの空きがありが６か所、１名程度空きありが５か所、空きなしが

33か所中、22か所となっておりました。 

 以上は令和５年の状況なんですけれども、こちらは、令和４年も状況は同じ状況だったのか、

お聞かせください。 
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○主査（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。申し訳ありません。今の数字にそのまま該当する

状況というものは、把握しておらないんですけれども、近年は例年同様の傾向が続いていると

お考えいただければと思います。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 石川委員。 

○委員（石川美香君） やはり毎年不足しているという状態ですので、そちらの改善をよろし

くお願いいたします。 

 特に、花見川区に関しましては、一時預かり、不定期利用施設が11か所あるんですけれども、

そのうち利用可能施設がたったの２か所ということで、残り９か所は空きがないという状況で

した。 

 また、一時預かり、定期利用に関しましては、元から利用できる場所が１か所しかない状況

なんですけれども、ほかの区には何か所かあるようですが、花見川区には１か所しかなく、地

域格差が生まれている状況だと思います。 

 花見川区にお住まいの方が一時預かりを使ったときに、遠くまで子供を預けて、準備や送迎

に時間がかかって、かえって疲れてしまったという声も聞いて、残念だと思っております。ぜ

ひ、地域格差をなくしていただくようお願いいたします。 

 続きまして、休日保育について伺います。 

 休日保育の実施施設は９か所となっておりますが、休日保育の利用状況をお聞かせください。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 休日保育の利用状況、昨年度実績は記載しておるところでございますが、直

近の数年間のということでよろしかったでしょうか。 

 まず、令和２年度は延べ児童数で3,382人、令和３年度が延べ児童数3,283人、令和４年度が、

施策のほうに記載しておりますが、3,160人となっております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 石川委員。 

○委員（石川美香君） ありがとうございます。 

 こちらは、希望される方は大体使えているという状況でしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 こちらも、ニーズ調査からいたしますと、需要のほうが大きいという状況で

ございますので、キャンセルの方もいらっしゃいますが、御利用状況、そのときの状況によっ

ては、お断りするケースもあるかと思っております。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 石川委員。 

○委員（石川美香君） ありがとうございました。 

 休日でも出勤する方もいらっしゃると思いますので、また拡充をよろしくお願いします。 

 現在、休日保育の設置箇所は、中央区で３か所、稲毛区、美浜区で２か所、若葉区、緑区で

は１か所と聞いておりますが、花見川区におきましては、休日保育が１か所もない状況です。

一時預かりでもそうでしたが、休日保育でも花見川区で利用施設がないため、地域格差をなく
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していただき、どの地域に住んでいても、平等にサービスが受けられるようにしていただきた

いと思います。 

 以上で、私の質問を終わらせていただきます。 

○主査（渡辺 忍君） ほかに。段木委員。 

○委員（段木和彦君） それでは、一問一答でお願いいたします。 

 まず初めに、幼児教育・保育部のほうから伺ってまいります。 

 まず、民間保育園等整備です。こちらについてでございます。 

 こちらの３番の民間保育園の整備についてでございますが、こちらに事業所内保育所事業か

らの移行というのがあるんですけれども、こちらは、どのような経緯で行われたのか、伺いま

す。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保支援課長。 

○幼保支援課長 幼保支援課でございます。 

 こちらの事業所内保育事業所は、本来、自分のところの従業員の子供を預かるという趣旨の

保育所でございますけれども、当該事業所の従業員の利用見込みがなくなったと。ただ、引き

続き、施設と職員を使って、お子さんをお預かりしたいという希望がありましたので、認可保

育園に移行したというものでございます。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 そういった気持ちがあるところは、やはり生かしていったほうがいいかなと思いますので、

すごくいい事業かなと思いましたので、伺ってみました。 

 次に、この中にあるように、公立保育所の民間移管というのがありますが、これによるメリ

ットについて、お示しいただければと思います。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保支援課長。 

○幼保支援課長 幼保支援課でございます。 

 公立保育所を整備する際には国庫補助金が使えないけれども、民間保育園を整備する際には

国庫補助金が使えるなどの、運営面でもそうですが、民間保育園のほうがコスト的にメリット

がございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 そうしたメリットがあるということであれば、そうした財源をほかのところに使えるという

こともできるのかなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、アンケート調査についてです。 

 事業計画見直しにおいてアンケート調査を行う世帯は、どのように選定されたのか、お伺い

いたします。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保支援課長。 

○幼保支援課長 アンケート調査の対象者の抽出方法についてなんですけれども、対象年齢の

保護者を、市内から無作為抽出で１万7,200人を抽出いたしました。 
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 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） 大変よく分かりました。 

 このアンケートなんですが、中間見直しにどのように生かされたのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保支援課長。 

○幼保支援課長 アンケートでは、保護者の就労形態ですとか、あと就労希望、例えば、今、

働いていないけれども、すぐ働きたいのか、数年後に働きたいのかなどを調査いたしました。

その就労希望と最新の人口推計を掛け合わせまして、保育需要を算出し、それを基に、受皿と

なる確保方策を計画の中間見直しに位置づけるという形でアンケート結果を活用しております。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 ぜひ、この中間見直しに生かしていただいたことをさらに周知していただければと思います。 

 次に、４番の幼児教育の推進体制構築について伺います。 

 この中に事例発表会というのがあるんですが、これは、どのぐらいの規模で行われて、事例

の内容は、どのようなものがあったのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保支援課長。 

○幼保支援課長 事例発表会についてなんですけれども、オンラインで開催いたしまして、幼

稚園等に50園程度参加していただきました。 

 発表内容につきましては、小学校との連携でどんなことをしたかということで、例えば、壁

新聞を作って入り口に貼って保護者に見ていただけたですとか、あとは先生が学校内探検をし

て、それを園児に共有したとか、そういった具体的な取組で、こういう成果があったというよ

うなことについて、各園と共有をしていただきました。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 あと、もう２点ありますけれども、リーフレットの印刷、配布とあるんですが、リーフレッ

トは、どのように配布されたのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保支援課長。 

○幼保支援課長 リーフレットにつきましては、年長児のお子様を対象としたものですので、

市内の保育園、幼稚園等の施設を通じて、５歳児の保護者にお配りをしております。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 もう一つ、アンケート等がこちらでも行われているんですが、アンケート結果からはどのよ

うなことが得られたのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保支援課長。 

○幼保支援課長 アンケートから得られたことについてなんですけれども、こちらの幼保こ小

連携・接続に関するアンケートにつきましては、保育所や幼稚園等の未就園児が通う施設と小

学校、あと、５歳児、年長児の保護者と小１の保護者、それぞれにアンケートをさせていただ
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きました。 

 施設に対しましては、接続に向けたカリキュラムをつくっているかですとか、接続に向けた

交流をやっているか、また、どんなことに困っているかなどをお伺いし、保護者に対しては、

どんな不安を小学校入学に当たって感じているか、また、どんなことが相談できているかなど、

そういった現在の状況についてお伺いをしたところであります。 

 アンケート結果から、例えば、未就学児施設と小学校の間でカリキュラムの共有ができてい

ないですとか、コロナ禍で交流活動ができなくなってしまった、途絶えてしまったなどの課題

が認識できております。また、保護者アンケートの結果からは、小学校に進学するに当たって

不安を感じているというお答えをされた方が一定数いらっしゃいましたので、そういった施設、

保護者それぞれが有している課題を解決していくための方策を、現在、検討しているところで

す。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 やはり年が上がっていくにつれ、また環境も変わっていく中で、特に幼稚園や保育園から小

学校に上がるときは、すごく親も不安になると思います。特に、通学がありますから、そうい

ったところで、すごく安全面とかを気にされていると思うので、やっぱりこれはすごくいい事

業だと思いますので、ぜひ続けていただければと思います。 

 続きまして、保育の質の確保について伺います。 

 キッズガードの件なんですけれども、こちらの配置助成の対象者について、お伺いいたしま

す。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。 

 キッズガードの配置助成でございますけれども、こちらは、園庭のない民間保育園等を対象

といたしまして、近隣の公園等に行く園外活動における保育支援者の配置、これらに係る費用

につきまして、１施設１か月当たり４万5,000円を助成するものでございます。 

 なお、令和４年度につきましては、民間保育園と幼保連携型の認定こども園のみを対象とし

ておりましたが、今年度からは、小規模保育事業ですとか、事業所内保育事業等に対象を拡充

しているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございました。対象は、大変よく分かりました。 

 それでは、配置助成の要件についてお伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。 

 助成の要件といたしましては、市が認めた交通安全に関する講習会を修了していただくか、

もしくは市が認めた交通安全に関する動画等の視聴及び視聴後の報告書の提出のいずれかを行

っていただくとともに、園外での見守り活動というものに関する事業計画書を御提出いただく

こととなっております。 
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 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。大変よく分かりました。 

 次に、キッズゾーンについて伺います。 

 こちらの設置に当たっての考え方をお伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。 

 キッズゾーンにつきましては、園外活動時の児童の安全を守るために、車両運転者等に対す

る注意喚起を目的として設定した区域のことでございまして、本市におきましては、園庭がな

く、近隣の公園まで日常的に移動する保育所等が多くある駅の周辺に整備を進めていくことと

しております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 次に、キッズゾーンの設置についてなんですけれども、こちらは、今、12か所の中にＪＲ稲

毛駅周辺とありますが、今後はどの地域を考えているのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。 

 整備地域に関しましては、今年度、都賀駅と新検見川駅の周辺に整備を進めているところで

ございます。 

 来年度以降につきましては、園庭のない保育園等の数等が毎年変わってまいりますので、そ

ういったものを勘案しながら検討を行っているところでございまして、現時点では確定してお

りませんが、引き続き、駅周辺への整備といった形で進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 いろいろ事故とかもありましたので、これは、やっぱりすごく大切だなと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 次に、巡回指導の件について伺います。 

 これは、それぞれ行われていると思うんですけれども、それぞれの資格職員から、どのよう

な指導が行われるのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保指導課長。 

○幼保指導課長 幼保指導課でございます。 

 本市の巡回指導員ですけれども、公立保育所の所長経験者に就いていただいています。資格

の状況としましては、保育士と栄養士と看護師の職員がおります。 

 保育士の指導員でございますが、保育内容ですとか、保育日誌の記載方法、保育環境の設定

など、主に保育の内容について助言、指導を行っておりまして、栄養士の指導員につきまして

は、献立作成等の栄養管理ですとか、食物アレルギーへの対応、給食に係る衛生管理などにつ

いて、あと看護師の指導員につきましては、児童の健康管理、けがや感染症への対応などにつ
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いて、それぞれ助言、指導を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。大変よく分かりました。 

 次に、発達障害のある児童は、保育園等にどれぐらい入所しているのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保指導課長。 

○幼保指導課長 幼保指導課でございます。 

 令和４年度の実績で申し上げますと、公立保育所に95人、民間保育園等に87人の計182人が

入所しておりました。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 発達障害のある児童の保育につきましては、現場の先生方も大変御苦労されているという声

をよく伺います。現場への支援としては、保健福祉局の事業となりますが、発達障害児支援セ

ンターの巡回相談事業、すくすくサポートがございます。こちらは、支援センターの相談員が

市内の保育園や幼稚園を訪問して、保育者や先生方からの発達障害に関する相談のほか、お子

さんの発達上の悩みに対応するものですので、ぜひ、保育園等でも積極的に活用を進めていた

だきますようお願いいたします。 

 次です。保育所等事故防止推進では、どのような対策が重点的に行われたのか、お伺いいた

します。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。 

 保育中の事故につきましては、何よりも発生前の対策といったものが重要であると考えてお

りまして、保育現場におきまして重大事故がどうしても発生しやすい睡眠中等の場面におきま

して、事故防止に活用できる備品、無呼吸アラームですとか、午睡チェック機器といった、そ

ういった物品、備品の購入費用の助成制度などを実施しておるところでございます。 

 その他、保育所における事故防止の観点といたしましては、食事中ですとか、あとプール活

動、水遊びなどの事故の未然防止につきましても、随時周知を行わせていただいているほか、

巡回指導時にも実際に現地を確認しながら、保育中の安全管理といったものにつきまして、助

言、指導を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 保育の事故は、すごく、今、メディアでも取上げられているので、これだけしっかりやって

いただいて、さらに周知徹底していただければと思います。 

 次に、教育・保育人材の確保について、先ほど石川委員からも聞いていただきましたけれど

も、こちらの一番最後、５番目に、問題解決相談員設置というのがあるんですけれども、これ

による教育・保育人材の確保への効果について伺います。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保支援課長。 
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○幼保支援課長 幼保指導課でございます。 

 問題解決相談員なんですけれども、本市のほうで弁護士と臨床心理士の先生と年間契約を行

っております。公立保育所で発生しました対応困難事案について、そういった専門的な知見を

有する先生方に御助言をいただきながら、対応しているところでございます。 

 こういった困難事案が発生した際に、専門家の方から御助言をいただけるということが、公

立保育所の職員の安心につながっていると思っておりますので、そういった意味で、職員の定

着に効果があるのではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 子供をめぐる困難事案というのは、こじれやすいので、やはりこういうのがあると、すごく

いいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

 次に、多様な保育需要への対応についてお伺いいたします。 

 一時預かり、休日保育については、先ほど石川委員に伺っていただきましたので、４番の３

歳未満児在宅保育支援給付についてございます。 

 こちらは、傾向としてどのようなものがあるのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。 

 事業を開始した令和２年10月から昨年度末までにつきましては、月ごとに利用者数の増減と

いうものはございますけれども、おおむね一月当たり30人程度の利用となっている状況でござ

いました。 

 今年度に入りまして、御承知おきのとおり、新型コロナウイルス感染症が５類に移行したこ

となどによりまして、外出ですとか、集団活動といったものを控える方が減少している状況で

はございますが、現在も月当たり10人以上の利用が継続しているという状況となっております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 10人以上、今、利用を継続しているということで、ここは大分335人で多いと感じています

けれども、やはりこれは必要であると思いますので、これから継続していただければと思いま

す。 

 次に、医療的ケア児童への対応について伺います。 

 こちらの設備については、どのようにお考えなんでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保指導課長。 

○幼保指導課長 幼保指導課でございます。 

 医療的ケア児を受け入れるに当たっての設備面の対応というところだと思うんですけれども、

まず、医療的ケアを行うためには、プライバシーの関係とかもございますので、区画されたス

ペースを確保しております。 

 あと、例えば、導尿のお子様の場合ですと、就学前までに御自身で導尿ができるように練習

をしていくというふうなこともやってございますので、そのためのトイレを用意するなど、必
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要に応じた環境設定をしてございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 次に、居宅訪問型保育、これはどのようなケースがあるのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保指導課長。 

○幼保指導課長 幼保指導課でございます。 

 本市の居宅訪問型保育ですが、障害、疾病等の程度を勘案して、集団保育が著しく困難とさ

れている児童を対象としておりまして、令和４年度の実績としましては、経管栄養を必要とす

る児童が１人、居宅訪問型保育を利用した次第でございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 次に、多様な集団活動というのがあるんですけれども、この内容と効果については、どのよ

うに捉えているのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保支援課長。 

○幼保支援課長 幼保支援課でございます。 

 多様な集団活動の、まず内容についてなんですけれども、多様な集団活動は、幼児教育・保

育の無償化の対象とならない施設や野外保育などの体験活動に、３歳以上の児童を通わせた保

護者様が施設に払った保育料の一部を支援するという内容でございます。 

 現在、千葉市が決定している施設が１施設ございますが、そちらの施設が令和４年度に実施

した活動としましては、４歳児、５歳児を対象として、森や公園などで遊びや野外クッキング

などの活動をしております。 

 効果につきましては、幼稚園、保育園等の施設に通われる保護者様は、一定の給付をこれま

で受けられていたけれども、そういう指定の施設以外のところに通わせていた保護者様が費用

を全て負担されていたものを市が支援することになりましたので、保護者様の経済的負担の軽

減につながっているものと考えております。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 この多様な集団活動なんですけれども、利用者の利用支援の事業者及び利用者への周知方法

については、どのように行っているのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保支援課長。 

○幼保支援課長 多様な集団活動の周知方法についてなんですけれども、昨年度、制度を立ち

上げましたので、利用者様への周知方法としましては、昨年７月の市政だよりで記事の掲載を

いたしました。また、市のホームページでも、支援をしているということの周知をしておりま

す。また、市のホームページで同様に、事業者様に対しても周知をしております。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 
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○委員（段木和彦君） ありがとうございました。 

 多様な保育需要への対応についてなんですけれども、こちらは本当に様々な事業があって、

すごく大変だとは思うんですけれども、これはどれも必要な事業だと思いますので、ぜひこれ

からも頑張っていただければと思います。 

 続きまして、こども未来部のほうに移らせていただきます。 

 まず、一番最初の新型コロナウイルス感染症対策についてでございます。 

 令和４年度は、こちらの対策は本当に大変だったと思いますけれども、まず初めに、物的支

援の効果については、どのように評価されているのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。 

 対象施設が、こども未来部と幼児教育・保育部、両部にまたがっておりますので、保育施設

を例としてお答えさせていただきたいと思います。 

 令和３年度に引き続きまして、マスク等の衛生用品など、感染拡大防止対策に要する費用に

つきまして、施設の規模により、30万円から最大50万円を上限といたしまして、助成を行った

ところでございます。 

 当該助成の令和４年度における執行率は80％となっておりまして、各施設が感染症対策の徹

底を図る中で、運営を継続していくための支援として、効果があったものと考えております。 

 また、保育施設等職員のＰＣＲ検査実施につきましては、こちらは千葉県との共同実施とい

う形で、市内の幼稚園、保育園等の職員のうち、無症状で、かつ受検を希望する方を対象とい

たしまして、令和４年８月と９月に実施したものとなっております。こちらは、８月と９月を

合わせますと延べ2,732回の検査を実施いたしまして、そのうち38人について陽性が判明して

おります。その対応を取ることができている状況でございますので、感染拡大防止につながっ

たものと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございました。 

 ＰＣＲ検査を2,732回やっていただいて、そのうち38人が陽性ということで、これは事前に

感染防止につながっていると思いますし、38人はそんなに少なくない人数だと思います。感染

防止につながって、いい事業で評価しております。このほかにも、やっぱり子どもルームとか、

児童養護施設や乳児院などでも、いろいろな対応をしていただいております。これは、すごく

効果があった事業だなというふうに評価しております。 

 次に、ガイドラインとかマニュアルというのもあると思うんですけれども、今年の５月にコ

ロナが５類に移行した後、インフルエンザも含めまして、保育施設職員の感染症への対応はど

のようにされるのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保指導課長。 

○幼保指導課長 幼保指導課でございます。 

 コロナの５類感染症への移行後も、コロナ自体が終息したわけではございませんので、現場

におきましては、引き続き、厚生労働省が策定しました、保育所における感染症対策ガイドラ

インに基づきまして、消毒や換気、手洗い等の手指衛生などを徹底しておるところでございま
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す。 

 また、今月頭に、やはりコロナとか、インフルエンザがはやってまいりましたので、基本的

な感染対策を徹底していただくように、市内の、公民問わず、全施設に対して周知徹底をした

ところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 健全育成課長。 

○健全育成課長 健全育成課でございます。 

 子どもルームにつきましても、各事業者において、感染対策に関わるマニュアル等を作成す

るということを行いました。また、効果的な換気、手洗いの指導、室内の消毒、咳エチケット

と、継続的に基本的な感染症対策をこれからも徹底することとしております。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 ぜひ、今、御答弁でもいただきましたように、コロナとインフルエンザがかなりまた上がっ

てきてしまっているという話があるので、ぜひこのまま徹底していただければと思います。 

 次に、物価高騰対策です。今も事業として継続されているんですけれども、これによって、

保育の質の維持は達成されているのかどうか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。 

 物価高騰対策についてですが、まず、給食費に関する助成につきましては、一部の民間保育

園に対する聞き取り調査の結果ではございますけれども、給食費の値上げ抑制につながる等、

食材料の高騰に効果があった旨を確認しているところでございます。また、光熱費助成に関し

ましては、一部の民間保育園や幼稚園の実績となりますが、令和４年度の光熱費のうち、前年

度比増額分の５割程度を当該補助金で補填できているということなどを確認しておりますので、

いずれも各施設における安定的な運営の継続というものにつながっているものと考えておりま

して、保育の質の維持向上にも効果があったものというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 大変これは効果があった事業だということで評価されているということで、私のほうも、そ

のように考えております。 

 続きまして、放課後児童健全育成事業補助等について伺います。 

 こちらの拡充の中に医療的ケア児の受入助成というのがあるんですけれども、これを受け入

れられる施設はどのぐらいあるのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 健全育成課長。 

○健全育成課長 健全育成課でございます。 

 まず、対象は、今回の拡充事業ということで、民設民営の子どもルームとなっております。

医療的ケアを受け入れる施設ということですけれども、基本的には、全部の施設が受け入れる

ことが可能となっております。 
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 子どもルーム内では、喀たん吸引とか、導尿、インシュリン注射などの医療的ケアであって、

メディカルサポーターが実施可能な支援を行うということとしておりまして、対象となる医療

的ケアが必要な児童については、全ての施設で受け入れるということと考えております。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 全ての施設が対応できるということなんですが、それには、どのような設備が必要なのか、

お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 健全育成課長。 

○健全育成課長 子どもルームで対象としている医療的ケアにつきましては、受入れに当たり、

特定の医療設備等を使うとか、そういうものは必要としていないケアとなります。 

 ただ、先ほども保育のほうでありましたように、個室を利用するとか、トイレとか、特に子

どもルームのほうは静養室等もございますので、そういうプライバシーに配慮した対応をする

ということになります。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 医療的ケア児の受入れというのは、これからどんどんしていかなければいけないなと思いま

す。全てで受け入れられるということであれば、安心いたしました。 

 次に、民間子どもルームの件についてなんですけれども、民間子どもルームの中に、距離や

時間帯等によって送迎する施設があると聞いたことがあるんですけれども、そういうものは実

際にあるのかどうか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 健全育成課長。 

○健全育成課長 健全育成課でございます。 

 民設ルームにつきまして、今年度は16か所運営していただいているんですが、送迎を実施し

ている、または送迎の相談に応じますよというルームが、そのうちの９か所あります。各事業

者で、距離や時間帯等に応じて、送迎の実施を判断して行っていただいているということとな

ります。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） やはり親御さんの心配を考えると、こういう送迎とかというのは大事

かなと思います。 

 続きまして、ネットパトロールについて伺います。 

 こちらは、いろいろ旭川市の事件とかもあって、すごくネットパトロールは重要性が高くな

っていると思うんですけれども、これは業務委託と聞いております。こちらの業務委託につい

ては、どのようなところを期待して選定されたのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 青少年サポートセンター所長。 

○青少年サポートセンター所長 青少年サポートセンターでございます。 

 業者につきましては、日々目まぐるしく変化するインターネット環境に精通している業者に

パトロールを依頼することで、問題のある書き込みの早期発見、早期対応が可能となることを

期待しました。 
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 選定に関しましては、他自治体等での実績があったり、監視体制の整った業者を入札にて選

定いたしました。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 確かに、早期発見、早期対応というのは大切だと思います。そこをすごく重要視して選定さ

れたんだと思います。 

 次に、危険度のレベルがあるというふうに伺っているんですけれども、そのレベルというの

は、どのように分類されているのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 青少年サポートセンター所長。 

○青少年サポートセンター所長 危険度のレベルについてですが、レベル３、２、１、レベル

外と４段階に分けております。レベル３につきましては、少年の刑事事件、自殺に関わるもの、

レベル２に関しましては、自身の詳細な個人情報の公開、他人の個人情報公開、個人を特定し

た誹謗中傷、自傷行為、暴力や飲酒、喫煙等の問題行動、わいせつ表現、そして、レベル１に

ついては、自分自身の個人情報の公開、レベル外は自分自身の個人情報の一部公開となってお

ります。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございました。 

 そうした中で、実際に問題のある書き込みなどはどのぐらいあったのか、また、対応はどの

ように行われたのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 青少年サポートセンター所長。 

○青少年サポートセンター所長 青少年サポートセンターでございます。 

 令和４年度の実績ですが、レベル３が２件、レベル２が29件、レベル１が135件、レベル外

が1,256件、合計1,422件が発見されております。 

 毎月のネットパトロール結果につきましては、教育委員会と当該学校に情報提供をしており

ます。レベル３及びレベル２の命や事件に関わる緊急性の高い案件につきましては、委託業者

から随時メールと電話で報告が入りますので、速やかな対応が可能となっております。 

 ちなみに、レベル３の２件ですけれども、こちらにつきましては、自殺をほのめかしたもの、

それから、パパ活をしているものがその２件になります。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 これも、ほっておくとレベルが上がっていくというようなこともありますし、やはり連携し

ていただいて、早期発見による速やかな対応が必要だと思いますので、ぜひ頑張っていただけ

ればと思います。 

 次に、ヤングケアラー支援体制強化について伺います。 

 こちらの研修なんですけれども、どのような内容で行われたのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） こども家庭支援課長。 

○こども家庭支援課長 こども家庭支援課でございます。 
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 研修の内容でございますが、子供やケアを必要とする人に関係する方、庁内でいきますと介

護であるとか、障害であるとか、あるいは外部の機関で子ども食堂であるとか、民生委員の方

であるとか、そういった方を対象としまして、令和４年度は３回実施しております。講師は、

ヤングケアラーに関する研究を行っております千葉女子専門学校の初谷先生に依頼をいたしま

して、ヤングケアラーの事例であるとか、支援の在り方について、御講義をいただいていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 今後なんですけれども、こうした関係機関の方々とどのような連携を取っていくのか、お伺

いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） こども家庭支援課長。 

○こども家庭支援課長 こども家庭支援課でございます。 

 現在は、ヤングケアラーに関しまして、ヤングケアラーと思われる方を発見した場合は、そ

の発見した部署が児童生徒や御家庭のお話を聞いて、障害であるとか、介護であるとか、そう

いった必要な機関のサービスにつなげているといった状況でございます。 

 今後については、ヤングケアラーの支援に当たって、既存のサービスにしっかりとつなげて

いくことが重要と考えておりますので、それを確実に実行できるように、ヤングケアラーの支

援体制の構築を図ってまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。ぜひ、コーディネーターの配置などを含めて、

検討していただければと思います。 

 次に、子どもの貧困対策総合コーディネートについてお伺いいたします。 

 子どもナビゲーターについて、委託事業と聞いておりますけれども、主にどのような資格を

持った方が担っており、何名ぐらい受け持つことが可能なのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） こども家庭支援課長。 

○こども家庭支援課長 子どもナビゲーターの支援の資格については、ケースワーク業務など

について豊富な経験を有する方という形で、特に具体的な資格要件があるわけではございませ

んが、現在、支援をお願いしている方は、教員免許を持っている方であるとか、あるいは社会

福祉士、保育士などの資格を有する方、そういった相談業務に関して豊富な経験を有する方に

依頼している状況でございます。 

 支援件数は、各区39から68ケースという形で、幅があるところでございますが、適当なとこ

ろでは、おおむね40ケースが適当ではないかというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 資格というよりは、経験ということでやっていただいているということで理解いたしました。 

 今、支援件数についてお聞きいたしましたけれども、すごく多い区もあるようですけれども、
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支援員の負担の現状についてはどうなのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） こども家庭支援課長。 

○こども家庭支援課長 こども家庭支援課でございます。 

 支援件数に関しましては、事案については、関わり方について、軽重というか、必要性がそ

れぞれ違いますので、一概に評価することはちょっと難しいんですが、今後は、この事業の効

果等をしっかり見まして、必要な人員を配置できるように努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員委員に申し上げます。残り10分を切りましたので、時間内で

まとめていただきますよう、お願いいたします。 

○委員（段木和彦君） 分かりました。 

 今、御答弁いただきましたけれども、ケースの多い区から支援員を、今、５区で１人ずつな

んですけれども、複数化することも検討が必要かなというふうに考えます。 

 次に、これまでの効果と今後の課題についてお伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） こども家庭支援課長。 

○こども家庭支援課長 こども家庭支援課でございます。 

 子どもナビゲーターは、チェックシートといったようなもので、子供がしっかり効果が出て

きているかどうかといったところをチェックしていくわけなんですけれども、その中で、食事

とか、睡眠とか、学習であるとか、そういったところについて生活習慣が改善されたかどうか

を評価していくわけでございますが、それについて改善傾向が見られたものは57.1％という形

になっております。 

 課題としましては、支援を開始しても、そのうち児童に会うことができなくなってしまった

りとか、あと、母親とメールだけのやり取りになってしまったりであるとか、あるいは支援が

必要なんだけれども、家庭の同意が得られないであるとか、生活習慣の改善を働きかけている

んだけれども、なかなかその効果が見られないなど、そういったところの課題があるところで

ございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 改善傾向が57.1％ということで、かなり高いのかなというふうに考えております。課題もあ

るということで、ぜひ、こちらを踏まえて進めていただければと思います。 

 次に、新児童相談所基本計画の策定について、お伺いいたします。 

 こちらの候補地については、どのあたりなのか、教えていただければと思います。 

○主査（渡辺 忍君） こども家庭支援課企画調整担当課長。 

○子ども家庭支援課企画調整担当課長 こども家庭支援課企画調整担当課長でございます。 

 新児童相談所整備に当たる候補地でございますけれども、現状、まだ決定しておりません。

慎重に検討を重ねているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。ぜひ、慎重に検討していただければと思いま
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す。 

 次、２か所体制になり、管轄はどのようになっていくのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） こども家庭支援課企画調整担当課長。 

○子ども家庭支援課企画調整担当課長 こども家庭支援課企画調整担当課長でございます。 

 児童相談所、２か所体制になっておりますが、現在は１つの、美浜区にある１施設内でござ

います。 

 管轄でございますけれども、東部児童相談所は中央区、若葉区、緑区になります。西部児童

相談所のほうは花見川区、稲毛区、美浜区のほうになっております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございました。 

 あと、もう一点なんですけれども、中央区での状況と、整備した各区の体制を含め、児童相

談所とこども家庭総合支援拠点との連携について、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） こども家庭支援課企画調整担当課長。 

○子ども家庭支援課企画調整担当課長 こども家庭支援課企画調整担当課長でございます。 

 今年度、各区のこども家庭総合支援拠点の体制についてでございますけれども、中央区のほ

うは、こども家庭支援員が３人、心理担当支援員が１人、虐待対応専門員が５人で、合計９人

の体制になっております。花見川区については、こども家庭支援員が２人、虐待対応専門員が

４人、合計６人の体制になっております。最後に、稲毛区のほうは、こども家庭支援員が２人、

虐待対応専門員が５人、合計７人の体制になっております。 

 連携についてなんですけれども、一時保護が必要な場合などの緊急時については、児童相談

所が対応し、家庭での在宅支援が可能な場合には、こども家庭総合支援拠点が対応するなど、

個々の状況に応じて役割分担をしております。関係機関との連携も図りながら、虐待事案に対

して迅速かつきめ細かな支援を行っております。 

 令和４年度の実績、いわゆる中央区の実績についてでございますが、支援拠点から東部児童

相談所へ送致したケースが27件、児童相談所から支援拠点へ送致したケースは124件になって

おります。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 とてもケースも多くなっていますし、児童相談所の業務というのは、すごく多様化していま

すし、新児童相談所基本計画の策定も新規で行われるということで、期待をしております。 

 最後に、同じく児童相談所の管理運営についてお伺いいたします。 

 まず、里親サポーター制度導入によりまして、どのようなメリットがあったのか、お伺いい

たします。 

○主査（渡辺 忍君） 東部児童相談所長。 

○こども未来部参事（東部児童相談所長事務取扱） 東部児童相談所でございます。 

 里親サポーター制度ということで、里親委託の推進に寄与するための新たな取組ということ

で、里親家庭における育児、また家事、それから里子の学習支援を行うサポーター制度という
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ものを令和４年度から開始をいたしまして、実際の利用につきましては、準備期間等もござい

ましたので、令和４年10月から開始をしたところでございます。 

 利用の状況の中で、一度その利用につながった方については、その後、継続的に、定期的に

利用されていることですとか、実際に、今後も積極的に使っていきたいというような声が上が

っていることから、育児サポーターについては、何らかの形での里親の育児負担、家事負担等

の軽減が、また、学習支援に関しては、お子さんの学習進度に合わせて、そういったサポータ

ーが補助をしてくれることで、お子さんが前向きに学習に取り組めるようになったりですとか、

また、サポーターが比較的年齢の若い方が派遣されているような状況がありますので、お子さ

んの話し相手として、一つ心の支えになったりといったところで、効果が出ているものという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。大変効果がある事業だと私も感じました。 

 最後になりますが、やはり同じく新規事業で、賠償責任保険があるんですけれども、こちら

によって補償されるケースはどのようなケースか、また、適用にならないケースはどのような

ものがあるのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 東部児童相談所長。 

○こども未来部参事（東部児童相談所長事務取扱） 東部児童相談所でございます。 

 一部になりますが、こちらの賠償責任保険は、もともとは里親委託中に里親が何らかの形で

賠償責任を負わなければいけなくなったことに対する保険というふうになっております。契約

している保険会社のほうの資料の中からの一部になりますが、適用される例といたしましては、

例えば、里子が里親にけがをさせてしまった場合ですとか、里子が何か遊びをしていて、例え

ば、サッカーボールだとかが隣の家の窓に当たって破損させてしまったですとか、ほかの子に

けがをさせてしまったですとか、そういったものが保険の対象になります。 

 一方で、適用外というふうにされているものもございまして、例といたしましては、例えば、

お願いをしている里子が里親の携帯電話を勝手に使ってしまって、高額請求が来てしまったと

いったような場合、あと、勝手に持ち出して紛失してしまったとか、そういったものについて

は、適用除外ということで示されております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございました。 

 里親に関しては、結構やはり自分も相談を受けることがあるんですけれども、こうしたサポ

ートが厚くなることは、すごくいいことだと思いますので、ぜひ進めていただければと思いま

す。 

 私からは、以上でございます。ありがとうございました。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） 一問一答でよろしくお願いします。 

 まず、147ページの子どもルーム整備・運営についてです。 

 今回、夏季休業拡大枠ができたということで、スタッフは十分に確保できたのでしょうか。 
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○主査（渡辺 忍君） 健全育成課長。 

○健全育成課長 健全育成課です。 

 先ほど３施設ということで、昨年、夏季拡充枠を運用しました。スタッフにつきましては、

新規雇用の方や、ほかの子どもルームからの移動という形で、配置基準を満たす指導員をきち

んと確保しております。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） 安心いたしました。子どもルームのスタッフの定着率が悪いという話

も聞いたことがありますので、スタッフの働き方や悩みなどを丁寧に聞き取りをして、働きや

すい環境を整えていただきたいと思います。 

 次に、同じく子どもルーム整備・運営なんですけれども、夏季の間の食事を提供する子ども

ルームの数は増えたでしょうか。また、今後、夏季休暇中の食事の提供について、市で計画し

ている事業はありますでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 健全育成課長。 

○健全育成課長 健全育成課でございます。 

 この夏休みの間も、ニュース、報道で毎日のように、この話題が出ていたと思われます。本

市で運用している民間事業者につきましては、受託している36か所の子どもルームでは、希望

者に対して仕出し弁当の提供を行っていることになっております。 

 また、夏季休業期間の食事については、これからも、ほかの自治体の運用の仕方、あとは利

用者のニーズも踏まえながら、事業者と相談して、これを拡充していく方向で我々も考えてお

りますので、御理解のほうお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。 

 昼食の提供というのは、保護者の朝のお弁当作りの負担を減らすという利点もありますが、

何より子供たちが、衛生面でも、栄養面でも安心な昼食を食べられるという点でも、よい取組

だと思います。東京の八王子市では、令和元年度から小学校給食調理室を用いた夏季の学校給

食を、数日ではあるというお話ですから、提供しているそうです。千葉市でも、ぜひ検討して

いただきたいと思っております。 

 次に、子どもルームの待機児童数の推移について、お聞かせください。 

○主査（渡辺 忍君） 健全育成課長。 

○健全育成課長 健全育成課でございます。 

 待機児童につきましては、平成30年度が638人とピークとなっております。その後、いろい

ろな対策を講じまして、令和３年度には168名、令和４年度、昨年は83名、令和５年度、今年

度は71名という待機児童の数となっております。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。年々待機児童数が減っているということで、

安心いたしました。 

 今後、学校の校舎を利用したアフタースクール事業が拡大していくというお話を聞いており



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

－26－ 

ますので、子供たちが安全に伸び伸びと放課後を過ごせるような取組を今後も望みます。 

 次に、ネットパトロールについてです。 

 先ほど段木委員から、実際の取組、発見された書き込みなどについて、いろいろレベルのあ

る書き込みも発見されたというお話だったんですけれども、例えば、レベル３、自殺をほのめ

かしたものやパパ活など、これは生徒個人を特定できたのでしょうか。そして、解決に至った

のでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 青少年サポートセンター所長。 

○青少年サポートセンター所長 青少年サポートセンターでございます。 

 先ほどのレベル３につきましては、実際に個人が特定できたものでした。ですので、学校の

ほうに速やかに報告して、早期に御家庭に連絡して対応ができて、無事解決できております。 

 以上になります。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） それは安心しました。 

 個人情報とかが学校からそちらの業者のほうにいかない、多分提供されていないんですかね。

それでも、そういうふうに特定できたということで、どういうふうにやられているのか、ちょ

っと分からないんですが、でも、解決できたということで、すごくよかったと思います。あり

がとうございます。 

 それでは、次に、148ページのヤングケアラー支援体制強化についてです。 

 先ほど段木委員より、研修の内容はというお話がありましたけれども、参加者の各関係機関

の職員数について、お聞かせください。 

○主査（渡辺 忍君） こども家庭支援課長。 

○こども家庭支援課長 こども家庭支援課でございます。 

 昨年度は３回実施しまして、研修参加者は３回合計で230名ございました。 

 内訳でございますが、庁内関係課の職員が99名、学校関係者が26名、保育所の関係者が33名、

子育て支援機関、これは子育て支援センターであるとか、リラックス館の職員でございますが、

これが18名、障害関係の民間の施設の方ですが、そこが12名、介護関係の民間の方が15名、民

生委員の方が14名、あと、医療機関のメディカルソーシャルワーカー２名という形で、様々な

関係機関から御参加いただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。様々な機関の職員の方が研修を受けられてい

るということが分かり、安心いたしました。 

 ヤングケアラー本人から助けを訴えるということは、年齢もあり、難しいと思いますので、

ヤングケアラーになっている子供を見つけてあげることのできる大人の数を増やすとともに、

それぞれの機関でできる支援というのを共有してもらって、どの場合には、どこの機関と、ど

んなことを連携できるのかということを、研修を受けた方々と一緒に情報共有とか、行ってい

ただければいいなと思っております。 

 次に、里親委託前養育等支援についてです。 

 予算額は260万円となっていたのですけれども、決算額が16万6,000円と、かなり少額になっ
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ております。その理由について、お聞かせください。 

○主査（渡辺 忍君） こども家庭支援課長。 

○こども家庭支援課長 こども家庭支援課でございます。 

 予算額と比較しまして、決算額が16万6,000円と執行率が低くなった理由でございますが、

里親委託前の児童との交流期間、マッチングの期間でございますが、この生活費の助成につい

ては、宿泊を伴う場合に助成ができるものという形になっております。ただ、実際に、このマ

ッチング機関でやった御家庭は日帰りの家庭が多かったといったところで、決算額と差が生じ

てしまったというところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。 

 交流期間の生活費の助成を受ける方があまりいらっしゃらなかったということは理解したん

ですけれども、この研修受講支援事業が14件、14名の方が受講された方ということですよね。

この研修参加者自体が少ないのではないかと思います。もう少し取組の周知と広報を、より進

めていただければと思います。 

 次に、民間児童福祉施設助成についてです。 

 予算額は5,267万円となっていましたが、決算額は３分の１以下の1,564万円となっています。

その理由について、お聞かせください。 

○主査（渡辺 忍君） こども家庭支援課長。 

○こども家庭支援課長 主要施策のほうに記載させていただいた決算額は、令和４年度に制度

拡充しました夜間業務等への補助職員の配置に要する決算額のみを記載させていただきました。

御指摘いただきました、当初の予算額5,267万円に関しましての民間児童福祉施設助成全体の

決算額は、4,327万4,000円となっております。ちょっと分かりにくい表現になってしまって、

申し訳ございませんでした。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） そうなりますと、残りは支援の必要性の高い子供への支援に使われた

ということでしょうか。具体的には、どのような支援を行ったか、お聞かせください。 

○主査（渡辺 忍君） こども家庭支援課長。 

○こども家庭支援課長 昨今では、障害のある児童であるとか、外国籍のお子さんであるとか、

複合的な要因によって入所してくるお子さんが多くなってきております。そういった職員の配

置に対して、助成された金額がこのような決算額となっているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございました。 

 今回の助成対象の６施設の内訳について、お聞かせください。 

○主査（渡辺 忍君） こども家庭支援課長。 

○こども家庭支援課長 こども家庭支援課でございます。 

 助成対象の６施設の内訳でございますが、児童養護施設が１施設、自立援助ホームが３施設、
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ファミリーホームが２施設となっております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。 

 助成施設の中の自立援助ホーム、３施設がございますけれども、特に社会的養護下に暮らす

子供たちの中で、18歳になり、自立していかなければならない子供たちというのは、親の支援

や見守りがない中、非常に困難に直面することが多いと思います。ぜひ、引き続き、この子供

たちが自分の能力を生かして未来へ進んでいけるよう、御支援をお願いいたします。 

 続いて、149ページの新児童相談所基本計画の策定について、お伺いします。 

 先ほど段木委員から、候補地についてはというお話がありましたけれども、建物について、

具体的な計画などはございますでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） こども家庭支援課企画調整担当課長。 

○子ども家庭支援課企画調整担当課長 こども家庭支援課企画調整担当課長でございます。 

 新児童相談所の整備についての建物についての計画でございますけれども、現在、整備地に

ついて慎重に進めているところでございます。新しい児童相談所については、いわゆる一時保

護所を併設したようなものを検討しているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。 

 今ある一時保護所の施設の収容人数というのは、かなり定員超過になっている場合が多いと

聞きました。なるべく１人当たりの居住スペースを広く確保できるような、余裕のある建物の

設計などを検討していただけるよう、お願いいたします。 

 次に、151ページの民間保育園等整備ですけれども、予算が６億9,800万円となっていますけ

れども、決算額は２億282万円と３分の１以下となっています。その理由について、お聞かせ

ください。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保支援課長。 

○幼保支援課長 幼保支援課でございます。 

 民間保育園等整備の決算額の執行率が低かった点についてなんですけれども、予算上は、小

規模保育事業の新設ですとか、認可外保育施設の認可化移行なども見込んでおりましたが、そ

れらの応募がなかったために、決算額が低くなっております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） 私、勉強不足なのか、ちょっと分からないところがあるんですけれど

も、認可外保育施設の認可化移行というのは、認可化移行のほうが経営も安定して、よいよう

な気がするので、応募する方が多いのかなと思ったんですけれども、なぜ認可化移行の応募が

なかったか、その理由はお分かりになりますか。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保支援課長。 

○幼保支援課長 幼保支援課でございます。 

 認可保育施設は、例えば、給食設備を設けるですとか、面積の基準、１人当たり保育室は何
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平米以上などのかなり細かい規定がございます。その認可基準を満たそうとする施設を探そう

としますと、移転しなければならないですとか、整備のために法人の負担が発生するなど、

様々な状況がございますので、認可施設への移行に応募がないということの原因となっている

と考えられます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） かなり難しい、細かい条件をクリアしないと難しいということで、今、

待機児童はゼロということになっていますけれども、入所待ち児童数が増えている状態ですの

で、認可外保育施設にいろいろとアドバイスなどをして、できるだけ受皿を増やせるように、

認可化移行ができるように、また、質も担保できるように取組を進めていただきたいと思いま

す。 

 次に、152ページ、幼稚園給付・助成についてです。 

 予算額よりも決算額が３億円ほど少なくなっているのは、幼稚園の利用者が想定よりも減っ

たことが原因なのでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保支援課長。 

○幼保支援課長 幼保支援課でございます。 

 幼稚園の利用者数が、委員の御指摘のとおり、予算のときの見込みよりも少なかったことが

原因でございまして、予算上は7,925人と想定しておりましたが、7,490人となったというとこ

ろで、予算額を決算額が上回っているという状況でございます。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。 

 予算の経年変化を見てみますと、令和２年が31億5,000万円、令和３年が28億6,000万円、令

和４年が26億9,000万円とどんどん下がっていまして、また、決算額のほうも予算額を下回っ

ているような感じで、幼稚園に対する需要が減っているということだと思うんですけれども、

ここで、幼稚園の需要がないから、こども園の移行を進めるのか、幼稚園として、そのままで

いくのかということを考えないといけないと思うんですけれども、こども園に移行するときに、

思い切って開園時間の短い、時短で働いている方専用のこども園というのをモデル的にやって

みるといいのではないかなと思います。 

 今だと、保育園の入所の際に、やっぱり就労時間が長いほうが優先順位が高いというような

ことになっていますので、そうすると、必然的に保育に入るために長時間就労するというよう

なことがあると思いますので、逆に、就労時間が長くても短くても点数上問わないという形に

して、こども園にしても、開園時間をもうちょっと短くするということにすれば、保育士の働

き方改革にもなりますし、保護者のほうも自分の自由な働き方で保育園に預けられるという可

能性も高くなると思うので、そのような事業をモデル的にしていただけるとよいのではないか

なと思いました。 

 次に、153ページの民間保育園等給付・助成についてです。 

 民間保育園等に行った助成内容と、申請した保育園の割合について、お聞かせください。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 
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○幼保運営課長 幼保運営課でございます。 

 民間保育園等に行いました助成内容につきましては、多岐にわたるところでございますけれ

ども、主なものといたしましては、保育士等の配置基準改善補助金ですとか、給与改善事業補

助金といった保育人材の確保を支援するもののほか、延長保育ですとか、一時預かりなどの事

業実施状況に応じたものがございます。 

 申請した保育園の割合につきましても、こちらは事業補助メニューごとに異なるところでご

ざいますけれども、一例といたしまして、先ほど申し上げました配置基準改善補助金で申し上

げますと、令和４年度の申請を受け付けいたしまして、交付に至った園の割合は96％となって

おります。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。 

 配置基準改善補助金は、４人工分までを補助されているということで、事務や補助者などに

も適用できる、かなり弾力性のある助成だと伺っております。保育士の負担を軽減し、保育の

質を上げるためにも、重要な助成だと思いますので、引き続き、必要な園が使えるように、申

請のしやすさなども考慮して、続けていただきたいと思います。 

 次に、154ページの教育・保育人材の確保についてです。 

 段木委員より、効果についてという御質問がありましたけれども、問題解決相談員に寄せら

れた相談件数と、具体的な相談内容について、お聞かせください。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保指導課長。 

○幼保指導課長 幼保指導課でございます。 

 先ほど御答弁さしあげたとおり、問題解決相談員としましては、弁護士と臨床心理士の先生

と年間契約をさせていただいております。 

 相談件数と相談内容でございますが、まず、昨年度の実績なんですけれども、弁護士の先生

の相談は１件でございます。内容は、職員に対する保護者からの暴言ですとか、退職の強要に

対して、どういうふうに対応すればいいかというふうな内容でございます。 

 あと、臨床心理士の先生の相談件数が３件ございます。内容は、保護者の対応によって、職

員が不安感ですとか、恐怖感を感じているというふうなことをどういうふうに解消していけば

いいかですとか、保護者対応について留意点ですとか、そういったことを相談しましたり、あ

とは同じ園の職員同士の人間関係のトラブルをどういうふうに解消していけばいいかというよ

うな内容について、相談をしたところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。 

 弁護士１件、臨床心理士３件と、数は少ないんですけれども、保護者からのクレームに関す

る相談が多いように感じます。ある程度の対応策というのは、各保育園であると思うのですけ

れども、行き過ぎたクレームなどに対して、このような相談窓口があるというのは、保育士に

とっても、園の経営側にとっても、非常に安心だと思いますので、ぜひ、このような相談窓口

が、相談員がいるんですよということを広く保育施設に周知していただきたいと思います。 
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 また、そもそも保護者のクレームが出るというのは、保育園とのマッチングがうまくいって

いない部分もあると思います。なので、保護者が自分の希望と合う保育園が見つけられるよう

に、保育園の方針などについて、分かりやすい保護者への周知方法を考えていただければなと

思います。 

 次に、最後です。155ページの３歳未満児在宅保育支援給付の事業内容と狙い、また、今後

の事業予定はどう考えていらっしゃるか、お聞かせください。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。 

 まず、３歳未満児在宅保育支援給付の事業内容と狙いでございますけれども、新型コロナウ

イルス感染症への不安から、保育園等での集団保育というものを敬遠する方を対象といたしま

して、令和２年10月から令和６年３月末までの期間限定の事業として実施しておるところでご

ざいます。 

 こちらは、３歳未満児を在宅で保育する祖父母等の親族に対しまして、児童１人当たり月１

万円の助成を行う内容となっております。 

 今後の事業予定につきましては、新型コロナウイルス感染症が５類に移行した後の需要等を

勘案しながら、検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） 今回、これはコロナ禍での限定の事業としてやられていたということ

なんですけれども、もしかすると入所待ち児童の受皿になっているのではないかなという気も

ちょっといたしました。 

 令和５年度、４月１日の段階で、入所待ち児童が754人という数字になっているということ

をお伺いしました。保育園の入所申請のときに、保育を手伝える祖父母の方がいらっしゃる御

家庭については、入園の優先度の点数が低くなってしまって、なかなか思ったところに入所で

きないという場合があるのだと思います。その入所待ち児童の受皿になっているのかもしれな

いなと、ちょっと感じました。そこのところを、コロナ禍の限定ということではあったという

ことですけれども、利用者の方に聞き取りをしていただきまして、その需要の要因について調

べていただいて、これから事業を続けていくのかどうか、判断していただきたいなと思ってお

ります。 

 私からは、以上でございます。ありがとうございました。 

○主査（渡辺 忍君） 森山委員。 

○委員（森山和博君） 一括でお願いします。 

 まず、１つ目に、146ページのこどもの参画推進について伺いたいと思います。 

 こども・若者の力ワークショップ、こども・若者市役所、こども・若者フォーラムの各事業

の令和４年度の成果、評価についてお聞かせください。 

 また、こどもの参画推進については、これまでずっと取り組まれてきていることは承知して

いるんですが、どういうふうに展開をされていくのかということをお聞かせいただきたいと思

います。 

 私としては、現代的な課題がたくさんあるので、自殺、虐待、いじめ、不登校、貧困、子供、
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若者をめぐる問題の多様化がある、こういう昨今ですので、そういう課題解決に向けて、当事

者目線を大事にするような企画とか、そういう取組になればなというふうに思っておりますが、

当局はどのように考えていますかというのを一つお聞かせください。 

 ２つ目は、ヤングケアラー支援体制強化です。 

 こちらも、令和４年度の研修の内容、事例のこととか、支援の在り方、あと、研修３回に参

加された230人の内訳も、他の委員からの質問で理解をしたところですけれども、どこでヤン

グケアラーを発見して、既存の支援につなげていくのかは、非常に難しいことだというふうに

思うんですけれども、例えば、厚生労働省が介護保険の基本指針にヤングケアラーへの支援を

盛り込んだというふうに聞いているんですけれども、そういうことに関して、当局は何かお考

えがありますか。ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

 ３つ目が、子ども家庭総合支援拠点運営・整備です。 

 ここも、この取組を令和４年度は、中央区からスタートされました。その中央区でやったこ

との課題は何か。それを対策として、どう手を打って、次へ展開されていくのか、お聞かせく

ださい。 

 ４つ目は、これは、特に成果説明書には載ってはいないんですけれども、今、シームレスな

支援が求められています。出産、子育て支援のニーズが強いというふうに伺っていますし、例

えば、千葉市の取組として、妊娠期から子育て家庭の伴走支援は、どのようなものがあるのか

というのを確認したいと思います。簡潔で結構です。 

 例えば、例は、妊娠期は出産までの見通しに対して寄り添うこととか、産後サービスの利用

が必要だ、そういうことを情報提供するとか、そういう取組があるかと思いますが、教えてく

ださい。 

 出産とか産後のときには、そういう期間に悩みを共有できる仲間づくりの場とか、産後ケア、

育休給付、保育所の入所の紹介などがどういうふうに千葉市は組み立てられているのか。 

 最後に、育児期での様々な関連情報の発信は、どのように取り組まれているのか、お聞かせ

ください。 

 ５つ目は、子どもの貧困対策総合コーディネート、子どもナビゲーターについて伺います。 

 子どもナビゲーターの取組ですけれども、令和４年度の活動内容の中で、好事例、いい、評

価すべき内容があれば、その紹介をしていただきたいなと思っています。なかなか経済的に大

変な御家庭だったり、家庭内に問題があった場合に、第三者がその家庭に手を差し伸べること

は非常に難しいと思うんです。子どもナビゲーターも、何年か前に事業がスタートして、どう

いう効果があるのかというのを確認したいと思います。改善が60％近くはあるようですけれど

も、その改善がどういうものなのかというのを具体的に教えてください。 

 ６つ目は、公立保育所の建替えについてです。 

 全体の建て替え計画に対して、令和４年度まで、どういう状況になっているのか、ここも簡

単で結構ですので、教えてください。民間保育の整備の需要は、先ほどニーズ調査をされてい

るということだったんですけれども、それに準じて、公立保育所も多分そういう保育の需要を

捉えていらっしゃると思うんですけれども、公立保育所の建て替えの見直し、計画はあるんだ

けれども、この見直しはどれぐらいの頻度で考えていらっしゃるのか、教えてください。 

 関連して、大きく建て替えするのではなくて、老朽化に関連して、日常的な保守、軽微な修
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繕というのは、ここもかなり費用が必要だというふうに思っています。計上されているのか、

その辺を教えていただきたいと思います。 

 最後に、こども未来局所管のルーチン業務があると思うんですけれども、業務の効率化に関

して、比較的、例えば、保育所の入所の決定とか、各種給付事業とか、例年の作業を繰り返し

てある作業に関しては、業務の効率化とか、あるシステムを入れましたよとか、そういう取組

があるのではないかなというふうに思っているんですけれども、そういうところを効率化する

ことによって、より市民に寄り添った、人員配置が必要なところに、要は相談業務とかにしっ

かり配置ができるのではないかなというふうに考えておりますけれども、このあたりはどのよ

うになっているのか、お聞かせください。 

 以上です 

○主査（渡辺 忍君） こども企画課長。 

○こども企画課長 こども企画課でございます。 

 まず、こどもの参画推進に関しましてですが、この事業につきましては、生産年齢人口の減

少によりまして、若年世代の社会的責任ですとか、役割、こういったものが今後ますます増大

していくことが見込まれる中、子供や若者が社会の一員として市政やまちづくりに積極的に関

与していただくための意識や行動を促すためのものでございまして、子供の年齢や発達段階に

応じまして、ここに掲げているような複数のプログラムを用意いたしまして、重層的な事業展

開を図っているところでございます。 

 そうした中、幼少期に参加したお子さんが、成長してから、今度はスタッフとして年下の子

供たちを支援する立場で参加しているような事例が幾つか見られております。あるいは、アン

ケートを取った中でも、こういった事業に参加したお子さんの中で、社会参画ですとか、まち

づくり、こういったものに関心が高まったというようなお子さんの答えもあることですから、

そういったところで、一つ成果というふうには捉えております。 

 今後の展開なんですけれども、この事業を進めていく中の一つの課題として、やはりこの事

業に参加してくれるお子さんが、一部の子供に限られているというような課題が印象としてご

ざいました。そのため、令和３年度からなんですけれども、モデル的に小学校の授業を活用い

たしまして、こどもの社会参画、こういった取組を広めるといったことを学校現場と連携しな

がら進めておるところでございまして、令和３年度、初年度は、こういったものを取り入れて

くれた小学校が２校だったんですが、令和４年度は７校というふうに、展開が拡大しているよ

うな状況でございます。 

 こういったことを進めながら、こどもの社会参画の裾野を広げていくというところもやって

いきたいというところと、あと、今年からこども家庭庁が発足いたしまして、また、こども基

本法が施行されるというような中、子供の意見の表明機会の確保ですとか、その意見の施策へ

の反映等についても、今後の大きな課題ということでございますので、これを全庁的に進めて

いかなければいけないということも大きな課題というふうに認識してございますので、引き続

き、より効果的な手法などを検討しながら、こどもの参画の充実、強化に努めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） こども家庭支援課長。 
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○こども家庭支援課長 こども家庭支援課でございます。 

 ヤングケアラーに関しての質問についてお答えいたします。 

 先ほど委員に御指摘いただいたように、ヤングケアラーについて、その本人をどう発見して、

どう既存のサービスにつなげるかといったところは、非常に大きな課題だというふうに認識し

ているところでございます。 

 それに関しましては、私どもとしては、まずは本人に対して、ヤングケアラーの当事者に対

して、これは相談しても大丈夫なことなんだよというところで、ヤングケアラーということに

ついての周知といったものが、まず必要だと考えておりまして、今年度は小中高別に作成しま

したパンフレットを学校を通じて配布する予定としております。また、周りの職員が、そうい

った子供に関して気づいて、既存のサービスにつなげていく、市役所等に相談に行くといった

ところも必要かと考えておりますので、そういった関係機関に対する研修事業、そういったも

のは続けていきたいというふうに考えております。また、それを確実に支援につなげられるよ

うにといったところのコーディネーター等の設置も含めた支援体制といったものを、今後、検

討してまいりたいと考えております。 

 あと、介護保険に関しまして、家族介護者といったところで、指針のほうに、政府のほうか

ら通知があったのも、これは高齢化社会が進むについて、家族介護者といったところが行政と

して重要な課題だといったところが浸透してきたというところでございまして、これまでもや

ってきたところでございますが、今後、ますます重要な行政課題になってくるだろうというと

ころで、積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） こども家庭支援課企画調整担当課長。 

○子ども家庭支援課企画調整担当課長 こども家庭支援課企画調整担当課長でございます。 

 子ども家庭総合支援拠点についてお答えさせていただきます。 

 中央区で昨年度から始まっておりますけれども、課題でございますが、児童相談所との連携

といった部分が一つの課題かと考えております。先ほど御答弁申し上げました、児相、相談所

から子ども家庭総合支援拠点への送致数124件なんですけれども、そのうちのほとんど、113件

が面前ＤＶケースになってございます。それ以外のケースについては、やはりそう簡単に送致

できるものではないというところでありまして、いわゆる児童相談所と子ども家庭総合支援拠

点との連携の中で、送致を行っていくというところで進めているところでございます。 

 今年度から、私のほうが企画調整担当課長として、こども家庭支援課に参りましたので、児

童相談所と各区の間に立って、それが順調に進めるように進めているところでございます。 

 次への展開でございますけれども、来年度、残りの３区に拠点を設置するところで進んでお

ります。その中で、課題としましては、やはり専門的な人材が６区にそれぞれちゃんと整うの

かというところが課題だというふうに認識しております。 

 それから、妊娠からの伴走的な支援でございますけれども、子ども家庭総合支援拠点として

できるところでいいますと、区の健康課との連携が進んでおります。いわゆる、区の健康課が

抱えているケース、例えば、特定妊婦であるとか、そういったケースについては、速やかに子

ども家庭総合支援拠点のほうに送致をして、できるだけ早くから伴走できるような体制を整え

ているところでございます。 



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

－35－ 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） こども家庭支援課長。 

○こども家庭支援課長 子どもナビゲーターについてのよい好事例はないかといった御質問で

ございますが、例えば、事例は様々なものがございまして、詳細については、ちょっとお答え

することはできないんですが、例えば、母子家庭で親に精神疾患があるような事例で、その御

家庭は不登校の中学生がございました。それに関しまして、学校と連携しながら、中学生から

高校に進学するところだったんですけれども、子どもナビゲーターが、高校の見学等、進学前

にあると思うんですけれども、そういったものに同行しまして、その子の進学につなげたとい

った事例がございます。また、そのケースでは、親御さんのほうとも面接につなげまして、通

院等にも同行しまして、訪問看護のサービス等につなげることができたというところで、これ

に関しては、お子さんの将来に関しての生活改善にもつながりましたし、御家庭に対しての適

切な支援にもつなげることができたといったところで、好事例ではないかというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保支援課長。 

○幼保支援課長 幼保支援課でございます。 

 出産子育て支援についてなんですけれども、出産という部分につきましては、保健福祉局健

康支援課のほうで、母子包括支援センターですとか、育児全戸訪問ですとか、あと健診ですと

か、様々なことをやっておりますので、こども未来局としてやっている事業についてお答えし

ますと、まず、エンゼルヘルパーということで、家庭に育児をする人がいなくて、育児、家事

が負担な場合にヘルパーを派遣するという支援につきましては、妊娠期から出産後１年間まで

使えるというサービスを提供しております。 

 また、市内20か所で子育てリラックス館、支援館、地域子育て支援センター等を設置し、

様々な悩み相談ですとか、遊びの仕方の提供ですとか、そういったことについて場を提供して、

いつでも御相談いただけるような体制を整えているところでございます。また、一部の保育園

におきましては、生後57日目からお預かりしておりますので、出産後すぐに働きたいという方

は、預けるということも可能な状況となっております。 

 また、育児期の情報発信方法についてなんですけれども、妊娠届ですとか、出生届ですとか、

確実に市役所が接触できるタイミングで、市のほうで様々な提供しているサービスをまとめた

情報等を御提供するという形で、必ず情報が保護者の方に届くような発信方法について、今は

取り組んでいるというところでございます。 

 続きまして、公立保育所の建替えについてなんですけれども、全体の計画に対する進捗状況

なんですが、令和３年１月に策定した公立保育所の施設管理に関する基本方針の中では、もと

もと60あった保育所について、20は民営化で、残りの27を公立で建て替えて、それ以外は維持

保全と定めております。そのうち、今年度の４月１日の時点になりますけれども、５施設の民

営化が完了しております。 

 また、基本指針の見直しの頻度なんですけれども、５年後をめどに見直すこととしておりま

すので、来年度以降、見直すこととしております。 

 公立保育所の修繕等については、幼保指導課のほうからお答えいたします。 
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○主査（渡辺 忍君） 幼保指導課長。 

○幼保指導課長 幼保指導課でございます。 

 お尋ねの、公立保育所の老朽化に伴って、日常的な保守、修繕、そういった費用が計上され

ているのかというふうな点につきましては、おっしゃるとおり、公立保育所はかなり老朽化し

てございます。計画的に維持管理をしていこうということで、建築部と連携しまして、例えば、

屋上防水ですとか、外壁改修ですとか、あとは給排水の設備の工事ですとか、そういったこと

につきましては、建築部のほうで一元化で予算を取っていただいて、計画的に対応していると

いうのと、それに加えまして、それ以外の突発的に出てくるものの修繕を行うための予算を取

っております。 

 令和４年度の実績で申し上げますと、先ほど申し上げました建築部のほうで一元化して予算

を取っていただいているものと、当課のほうで修繕費を取っているものを合わせて、予算とし

ては４億5,000万円ほど取っております。決算額としましては、４億円ほどの決算状況となっ

てございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 幼児教育・保育部長。 

○幼児教育・保育部長 最後の業務の効率化についてでございますけれども、実は、こども未

来局は、全庁的に見ても、非常に時間外が多い部署というふうに、これがずっと続いている状

況でありまして、委員御指摘の効率化というのは、非常に重要な課題だというふうな認識はし

ております。 

 お話のあった入所の決定と給付の作業等は、非常に細かくて、かつ膨大な量の事務量がござ

いまして、その対応としまして、人材派遣を一部活用しておりますし、あと、お話がありまし

たように、効率化のためのシステム導入ということで、入所の選考ですとか、あと、入力の作

業、そういったものの自動化ということをもう始めておりまして、今後、本格的に活用してい

きたいというふうに思っております。 

 そういったことをシステム対応することによって、限られた人材、職員のほうを、市民の方

の支援に求められるサービス、そういったものの企画充実について充てたいというふうに考え

ておりますので、全体的に、よりよい市民サービスのために対応していきたいというふうに考

えています。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 森山委員。 

○委員（森山和博君） ありがとうございます。１回目の答弁で大体理解しました。 

 あとは要望なんですけれども、こどもの参画推進について、これまで会派としても、この取

組が広がりを見せてほしいということ、特定のお子さんだけが対象になるのではなくて、より

広くというふうなことを要望し続けてきた中で、令和３年度から小学校への授業の活用や、そ

れを少しずつ展開されていることは、評価したいというふうに思いました。国としても、しっ

かり、こどもまんなか社会ということで、子供の意見を取り入れることが注目されております

ので、しっかり千葉市も、こども参画の事業が、より発展的にそういう方向に向くように取組

を進めていただきたいというふうに思いました。 

 ２つ目のヤングケアラー支援体制強化につきましては、周知をまず、やっていただくという
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ことで、小中高別パンフレット、しっかりお子さんに、そのことを、御家庭にそういうことが

伝わるようにしていただきたいというふうに思います。地域におけるヤングケアラー支援体制

の構築拡充を求めたいというふうに思います。 

 ３つ目の子ども家庭総合支援拠点の運営、整備につきましては、課題をきちんと精査されて、

各区にしっかり展開されることを希望いたします。要望いたします。専門的な人材の確保、こ

こをしっかりやらないと、その形が整わないというふうに認識いたしましたので、専門的な人

材の確保を要望したいと思います。 

 次に、４つ目として、シームレスな出産から子育て支援のニーズ、保健福祉局さんとの兼ね

合いがありますから、こども未来局ではエンゼルヘルパーということや、それぞれのステージ

に応じた情報発信に取り組まれていることは、理解いたしました。しっかり千葉市も、比較的

先行している市町村ではないかなというふうに私は認識しているので、きちんと情報発信、刷

新することが非常に目につくじゃないですか。また、ＳＮＳとか、あなたにお知らせサービス

のＬＩＮＥの、ああいうものも上手に活用されて発信をしてください。 

 次に、子どもナビゲーターです。ここも、私個人としては、支援と支援のはざまに陥ってし

まった方を埋める取組になるのではないかなということで注目をしていまして、なかなかこれ

まで子どもの貧困対策総合コーディネーターの動きが見えないできていたので、これはどうし

たものかなと思っていたんですけれども、しっかり、今、特にコロナ禍を経て、経済的に大変

な御家庭が増えていることや、虐待、ネグレクト、様々な、家庭の中にそういう問題があって、

見えづらくなっているということに対して、この取組を進めることで、少し解決につながるの

ではないかなというふうに期待しておりますので、拡充すべきというふうに考えます。 

 ６つ目の公立保育所の建替えについては、計画的な取組を理解しておりますが、ニーズは

様々変わっていくかというふうに思いますので、社会経済状況をしっかり見ていただいて、ち

ょうど来年度がその見直しのタイミングだということですので、保育の需要や社会情勢をよく

見ていただきたいというふうに思います。 

 関連して、老朽化に関しての取組ですが、令和４年度は４億5,000万円の予算計上で、決算

は４億円という理解はしました。その建て替えの計画とは別に、しっかり修繕の取組に関して

も、軽微な保守に関しては、やっぱり保育の質を担保する、また、保育士さんの日常的な業務

の負担軽減のため、特に壊れたところがあったりとか、使い勝手が悪い空間や、細かなことば

かりかもしれませんが、そういうことが雑務を発生し、業務負担になっているのではないかな

というふうに想定されますので、ここをきちんと、建設局が持っている予算もあるようですけ

れども、しっかり見てあげて、有効に活用していただきたいというふうに思います。例えば、

４億5,000万円計上したけれども、４億円ということは、上手に仕事が発注できなかったりと

か、いろいろ、居ながらの工事ができなかったとか、いろいろそういうのがあるのかなと思い

ますが、上手に有効に予算を使って執行していただければというふうに思います。 

 最後のこども未来局所管のルーチン業務の効率化に関しては、ぜひ自動化、ＲＰＡ化したり、

民間がやっているシステムを入れながら、行政側もしっかりルーチン作業は自動化していく時

代になっているのかなというふうに思いますし、優秀な人がもっと対市民に対して出向けるよ

うな取組を、管理職の皆さんにしっかり見ていただきたいなというふうに思います。 

 新型コロナウイルス感染症の対策の中で、要は、給付事業というのが、これでもかというぐ
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らい国からたくさん事業が下りてきて、大変だったと思いますし、自分たちが持てない業務は

委託もされたというお話でしたから、そういう部分では、自分たちが持てる業務範囲はどれぐ

らいなのかというのも見えたのではないかなと思いますので、こども未来局がやるべき本来業

務をしっかり回せるように、取組の見直しをよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） では、休憩に入ります。 

 １時10分再開といたしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

 ありがとうございました。また、午後、お願いします。 

 

午後０時10分休憩 

 

午後１時８分再開 

 

○主査（渡辺 忍君） では午後の部を開始します。 

 御質疑を次に行われる方、いましたら、お願いいたします。安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 一問一答でお願いいたします。 

 まず、新型コロナウイルス感染症対策について、お伺いいたします。 

 保育施設職員へのＰＣＲ検査なんですけれども、先ほど、ほかの委員からも質問が出ており

ました。新型コロナの感染拡大の波が、今、既に第９波まで及んでいるということで、感染拡

大防止のために御苦労されている職員の皆さんには感謝をいたします。 

 我が会派としまして、感染拡大を防止するための対策として、保育所職員へのＰＣＲ検査の

実施を提案してきましたけれども、それが実施されまして、38人の陽性者が確認されて、この

ＰＣＲ検査は効果があったということなので、これは大変よかったなというふうに思っていま

す。 

 さらに、今後、勤務中に職員が体調不良になったときに、すぐに検査ができるように、抗原

検査キットを常備すべきではないかと思うんですが、これについてお伺いします。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。 

 抗原検査キットの常備につきましては、発熱等の症状がある場合には、出勤を控えるように

お願いをしておりまして、必要に応じて、医療機関において検査が行われるものと考えており

ますので、市として常備することは予定しておりません。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 保育は子供と密接に関わる仕事であるだけに、感染が広がりやすい環

境にあるというふうに考えます。５類になったことで、コロナへの意識というのが何か緩んで、

多少体調が悪くても勤務してしまう人も出てくるのではないかというふうにも危惧するところ

です。出勤時の健康チェックがしっかり行われているのか、いま一度確認して、安心・安全な

保育が行われるように要望しておきます。 
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 次に、子どもルーム整備運営についてです。 

 待機児童と、それから待機児童解消のために行った整備によって、どのくらいの受入れ枠が

増えたのか、お示しください。 

○主査（渡辺 忍君） 健全育成課長。 

○健全育成課長 健全育成課でございます。 

 令和４年度の整備につきましては、北貝塚小学校、誉田東小学校、泉谷小学校の３か所にお

きまして施設整備を行い、合計で200人分の定員枠を確保いたしました。 

 本年４月の待機児童数は71人と、昨年よりも減少しております。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 200人の定員枠を確保していただいたということで、待機児童が少な

くはなっていると思うんですけれども、昨年４月の待機児童数83人と、200人増やしたのに、

待機児童数が昨年とあまり変わっていないということで、この原因については、分かりますで

しょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 健全育成課長。 

○健全育成課長 北貝塚小をはじめとする３か所は、特に児童数、待機児童が増えるというと

いうところで、ここは局地的に枠を増やしております。 

 ただ、この71人、昨年83人というのは、千葉市全域のルームで、それぞれのルームで１人と

か、２人とかを合算していくと、その数字になってしまうということなので、直接、この３か

所の整備で200人分増えたからといって、全体が減るというわけではないので、そこは御理解

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 分かりました。待機児童が多いところに注力をして増やしたというこ

とで、理解をいたしました。 

 ただ、待機児童をゼロにしていく、その見通しについてお聞かせいただけますか。 

○主査（渡辺 忍君） 健全育成課長。 

○健全育成課長 我々も、ゼロにしたいという気持ちはあるんですが、それ以上に、利用した

い方全てに使っていただきたいなというのが本当の気持ちです。それがイコールゼロにつなが

ると思うんですけれども、今後も整備を進めることを中心にやっていきますし、学校のほうに

も協力をいただいて、空いている教室等も借りられるように、これからも協議を進めて、でき

るだけ多くの利用したい方に使っていただきたいという方向を目指したいと思います。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 確かに、利用したい方が利用できるということが本当に大事だという

ふうに思いますので、今、学校の空き教室を使うことなども示されていましたけれども、様々

な方法を考えていただいて、待機児童を減らしていくようにお願いいたします。 

 あと、土曜日の開所時間を19時まで延長したんですけれども、利用者については、先ほどほ

かの委員への説明で分かりましたけれども、延長したことの評価についてお聞かせください。 
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○主査（渡辺 忍君） 健全育成課長。 

○健全育成課長 土曜日の時間延長、７時までということで、平日と同じように延長しており

ます。全体の利用数につきましては、平日に比べると少ないという話を先ほどさせていただい

たんですが、やはり夜の６時を過ぎて、７時まで預かっていただきたいという親御さんがいら

っしゃいますので、このような状況から、土曜日における子どもルームのニーズには、我々と

しては対応できたというふうには考えております。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 土曜日19時まで時間の延長することで、保護者が帰ってくるまで一人

で家で待っているという、不安で過ごすお子さんが少なくなって、子供が安心して生活できる

場が確保できたことは、よかったというふうに思います。 

 ただ、保育時間を延長したことで、指導員の負担というのが増えたのではないかというのが、

ちょっと危惧するところなんですけれども、指導員不足で、指導員さんがお休みを取れなかっ

たり、社協のルームでは、ほかのルームに応援に行ったりとかということも、当たり前になっ

ているというようなことも、ちらっと聞いております。 

 指導員の確保の状況についてお示しいただけますか。 

○主査（渡辺 忍君） 健全育成課長。 

○健全育成課長 子どもルームの指導員確保につきましては、各運営事業所が配置基準に基づ

いて、適切な人員配置を行っていると認識しております。 

 ただ、今、委員おっしゃいましたように、補充しながら、補完し合いながらという話も我々

も理解しておりますので、本当に指導員の皆さんには負担のかからないように、我々も事業所

と協力しながら進めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 子どもルームの運営については、市がやっぱり責任があるというふう

に思いますので、事業者任せにするのではなくて、人員不足の実態をつかんで、ぜひ事業者に

適切な指導を行っていただきたいというふうに思います。 

 人員不足もそうなんですけれども、指導員の処遇改善も必要だというふうに思うんですけれ

ども、それについては、どのようにお考えでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 健全育成課長。 

○健全育成課長 現在育成課です。 

 子どもルーム指導員の処遇改善につきましては、賃上げ効果が継続される取組を、まず行っ

ていかなくてはいけないというのが大前提だと思っております。令和４年２月から、収入の

３％程度、月額で9,000円程度引上げという措置を実施しております。また、補助指導員につ

きましては、令和４年４月から時給を60円引き上げたところでございます。これを、現在、継

続できるようにということで、我々もやって取り組んでおります。 

 しかし、指導員のさらなる処遇改善という話だと思いますが、これにつきましては、指導員

の安定的な確保が行われるよう、必要な財源措置について、引き続き、我々としても国へ要望

するとともに、千葉県の最低賃金の引上げ状況などを踏まえながら、今後、検討してまいりた

いと思っておるところでございます。 
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 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 子どもルームの指導員は、もともと賃金がほかの労働者に比べて低い

上に、コロナ対応とか、勤務時間の延長などで、労働強化にもなっているんじゃないかと思う

んです。それ以上に、あと、物価高騰で、ますます生活が厳しくなってきておりまして、長く

働き続けられる人が少なくなっているんじゃないかなというふうに思います。経験が豊かな人

が子どもルームにいるということは、子供にも、保護者にも安心につながっていきますし、長

く働ける職場にするために、やはり市独自で、ぜひ賃金の引上げについても検討していただき

たいというふうに思います。 

 次に、子ども家庭総合支援拠点の運営整備について、職員体制と関係機関との連携について

ということで、先ほど、ほかの委員の方からも質問が出て、当局のほうから御説明がありまし

たので、それについては、理解をいたしました。 

 当局のほうから、人材確保が課題だということも、先ほどお話しされましたので、やっぱり

この支援に携わる方というのは、かなりの経験を積んでいることが必要だというふうにも思い

ますので、今後、６区全てに支援拠点を設置していくということになると、かなりの人材が必

要になってくると思いますので、先を見通して、ぜひ、人材育成にも力を入れていっていただ

きたいというふうに要望しておきます。 

 次に、民間児童福祉施設の助成について伺います。 

 ある施設では、働いている方から、職員が足りずに、毎日、職員のやりくりが大変だという

ような声も聞いております。市では、職員の確保の状況について、どのように把握されている

んでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） こども家庭支援課長。 

○こども家庭支援課長 こども家庭支援課でございます。 

 職員の確保の状況につきましては、各施設を回りまして、話を伺っておりまして、その中で

は、確かに、職員を確保するのが、今、募集しても、なかなか手が挙がらないんですよという

ような声をいただいたりとか、あるいは、採用しても、１年足らずで退職してしまうとか、現

在、職員の確保の状況は厳しいといったところは聞いているところでございます。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 児童養護施設は、子供の24時間の生活を支えていくというところで、

そしてまた、困難な家庭環境で育ってきた子供たちの精神面のケアなども必要になってきます

し、本当に大変なお仕事だというふうに思うんです。 

 そういう職員の方を支えていくというところでは、市としても、その応援をしてもらいたい

んですけれども、助成の金額、成果説明書で1,500万円というのが、これは、夜間業務とか、

子供の暴力などのケアニーズの高い子供への支援への助成だというふうに伺いましたけれども、

これだけでは、やっぱりまだ少ないんじゃないかと思うんですが、さらに助成を増やすという

ことは考えていないんでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） こども家庭支援課長。 

○こども家庭支援課長 今、御指摘いただいたように、今回、決算額に、主要施策の成果説明

書に記載されていたものも、今回、昨今は複合的な課題によって入ってくる、養育が困難なお
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子さんが多いということで、それに対して、職員の配置に対して助成ということで拡充したも

のでございます。 

 また、いろいろ、ほかにも補助金のほうを用意はしているんですけれども、例えば、児童指

導員というのを児童養護施設では配置するんですが、児童指導員に関しては、そのための資格

要件がございます。そのような資格要件がない方を補助員として雇った場合であっても、その

場合でも補助をするといった制度もございますが、職員を施設のほうでいざ募集してみると、

資格のある人が来たら、また、やっぱり資格のある人のほうを優先して採用するというような

ところで、結局、その補助金を使えませんでしたというようなお話もいただいております。 

 そういった施設の実態のほうをよく聞き取りながら、今後も支援の拡充に努めていきたいな

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） ぜひ、よろしくお願いいたします。 

 では、次に、児童相談所の管理運営について、２所体制になったことでのメリットについて

お聞かせください。 

○主査（渡辺 忍君） 東部児童相談所長。 

○こども未来部参事（東部児童相談所長事務取扱） 東部児童相談所でございます。 

 昨年度から、令和４年度から、東西の児童相談所に分けて、２所化という形で、同一施設内

で取っております。そのことによって、組織として関わっている福祉相談の事案に対しての方

針決定ですとか、そうした事案対応への迅速化が図られたといったところがございます。 

 その結果といたしまして、児童相談所が関わっているお子さんですとか、御家庭ですとか、

そういった方々に対して、より適切な支援ができるようになったというふうに認識をしている

ところです。 

 ２所になった状態がこれから続いていく中で、その間の２所間の業務の平準化ですとか、ま

た、職員の育成といったところで差が生じてこないように、引き続き、両所合同での研修の開

催ですとか、また、各部門ごとでの情報交換とか、協議とか、そういったところの場を設けな

がら、差異が出ないように行ってまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） ２所に分かれたことで、より適切な支援ができるようになったという

ことで理解をいたしました。 

 全国では、虐待によって幼い命が奪われるような、そういう事件が起きていて、なぜ防げな

かったのかとか、行政の対応は適切だったのかというようなことが言われているんですけれど

も、千葉市での虐待の相談件数の推移について、お聞かせいただけますでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 東部児童相談所長。 

○こども未来部参事（東部児童相談所長事務取扱） 東部児童相談所でございます。 

 直近３年間の対応件数について、申し上げます。令和２年度が1,766件、３年度が2,277件、

４年度が2,472件となっておりまして、全国の状況と同様に、年々増加をしているという状況

にございます。 
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 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 全国同様に増えているということなんですけれども、年々増加してい

る要因については、どのように捉えていらっしゃいますか。 

○主査（渡辺 忍君） 東部児童相談所長。 

○こども未来部参事（東部児童相談所長事務取扱） 東部児童相談所でございます。 

 これまでもずっと、児童虐待といったところでは、その疑いも含めて、早期の発見ですとか

ということで、市民または関係機関への周知といったところは、ずっと図ってきているところ

ではありますけれども、やはり虐待かなというふうに感じたときに、例えば市民の方の関心と

いったところが高まって、通告につながっていたりですとか、あとは日頃、関係機関と一つ一

つの個々の事例について対応していく中で、各関係機関についても、虐待対応、虐待の発見と

いったところについて、意識だとか、その気づきといったところが、より適切に高まってきて

いるといったところは感じています。やはり発見して、それを適切につないで通告をしていく

といったところが行われている結果というふうに考えているところです。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） みんなで虐待をなくしていこうという意識が高まってきているという

ことではないかなというふうに思いました。 

 次に、一時保護所の利用状況についてお示しいただけますでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 東部児童相談所長。 

○こども未来部参事（東部児童相談所長事務取扱） 東部児童相談所でございます。 

 令和４年度の一時保護決定をした児童数ですけれども、延べで345人となっております。令

和３年度の281人に比べまして、64人増加している状況です。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 虐待件数が増えていると同時に、一時保護所の利用も増えているとい

うことで、一時保護所の拡充なども求められていると思います。先ほど２か所化に向けて、一

時保護所も増設検討していくというふうに御答弁されていましたので、ぜひ早急に計画を進め

ていただきたいというふうに思います。 

 次に、民間保育園整備について伺います。 

 子供が減ってきて、定員割れをして経営が厳しくなっているところはないのか、お聞かせく

ださい。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保支援課長。 

○幼保支援課長 幼保支援課でございます。 

 収支の悪化を理由として、事業規模の縮小などについて、相談を受けるケースはございます。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） これから子供の数が減少していくことが予想されていますけれども、

ますます定員割れが進んでいくところも、これから出てくるんじゃないかなというふうに思い

ます。そうすると、閉園せざるを得ないような、そういう状況にもなるんじゃないかと思うん
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ですけれども、そうならないような対応策というか、そういうのは検討されているんでしょう

か。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保支援課長。 

○幼保支援課長 少子化が進んでいるというところと、あと保育率、子供を保育所に預けられ

る方が増えているというところもありますので、少子化がそのまま保育需要の減少につながる

わけではないですけれども、児童数の、入所数の減少に伴って経営が厳しいというようなこと

がありましたら、例えば、定員を下げて公定価格の単価を上げるですとか、何かしらの経営改

善策がある部分に関しては、市のほうで相談に乗って、可能な限りアドバイスをしているとい

うところでございます。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 分かりました。ありがとうございます。 

 次に、整備計画の中間見直しの内容について、お示しいただけますでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保支援課長。 

○幼保支援課長 幼保支援課でございます。 

 先ほどの答弁と重なる部分もあるんですけれども、アンケートに基づいて、就労状況ですと

か、就労希望を把握し、それと人口推計を掛け合わせて保育需要を算出し、新たに算出した保

育需要に見合う確保方策を位置づけるという形で、中間見直しをしております。 

 保育需要につきましては、令和６年度でいいますと、２万964人を当初の計画では見込んで

おりましたが、中間見直しにより、２万520人に修正するという形で見直しをしております。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） そうすると、444人下方修正というか、したことになると思うんです

けれども、保育の量がこれだけ少なくなるという予想で、そうなると、例えば新規の園をつく

る数を少なくするとか、認可に移行するのを少なくするとか、そういうことを具体的には対応

していくということでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保支援課長。 

○幼保支援課長 幼保支援課でございます。 

 保育の整備計画につきましては、保育需要に対応できる供給ということで保育施設の整備を

していくということを、ここ数年続けておりますので、需要が下がれば、整備する量も減って

いくということで、整備数も、当初計画と比べて、下方修正する形で見直しをしております。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 分かりました。ありがとうございます。 

 次に、公立保育所の建替えについて伺います。 

 小深保育所と小倉台保育所が民営化されたわけですけれども、この民営化にそれぞれ幾らか

かったのか、お示しください。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保支援課長。 

○幼保支援課長 幼保支援課でございます。 
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 まず、小深保育園につきましては、園舎の工事の竣工が令和５年度に繰越しをしましたので、

まだ決算額としては確定していないんですけれども、今年度の補助見込みと、あと令和４年度

に実施した共同保育の経費を合わせて、約２億3,500万円となる予定です。 

 小倉台保育園につきましては、令和４年度に実施した建設費補助と共同保育の補助で約１億

8,900万円となっております。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） これは、予算に対して、どのぐらいの執行率になっているんでしょう

か。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保支援課長。 

○幼保支援課長 要支援課でございます。 

 小倉台保育所でいいますと、建設補助が予算１億7,700万円に対して、決算が１億7,400万円、

また、共同保育につきましては、小深と小倉台、合わせて予算3,000万円に対して2,800万円と

なっております。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 分かりました。ほぼ予算と決算が大体同じくらいになっているという

ことだと思います。 

 次に、千城台西保育所の基本設計についてなんですけれども、これは、保育者とか、保護者

とか、そういう関係者の意見も反映することが本当に大事だと思うんですけれども、それにつ

いては、いかがでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保支援課長。 

○幼保支援課長 幼保支援課でございます。 

 令和４年度に実施した千城台西保育所の基本設計をつくっていく中で、現場の保育士の方々

ですとか、あと、調理員の方々ですとか、現場で働いている方の御意見をお聞きして、基本設

計に反映しております。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 職員の方の意見を反映していただいたということで、職員、そして子

供たちが使いやすい保育所になるように希望しておきます。 

 次に、民間保育園等給付・助成なんですけれども、小規模保育所が、この間、５か所減って

いるんですけれども、その理由についてお示しください。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保支援課長。 

○幼保支援課長 主要施策の成果説明書153ページの表を御覧いただければと思うんですけれ

ども、小規模保育事業所が68から63に減っているうち、５減っているうちの４は、その３行上

の保育園が５増えているんですけれども、小規模から保育園に移行したことにより、小規模が

減ったというところになります。残りの１につきましては、令和３年５月に閉園をした園があ

ったため、減っております。 

 以上です。 
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○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 小規模保育所は、今、たくさんできているわけで、これから、その子

供たちの数が減っていくと、小規模保育所も少し減っていくようなことも考えられるんですが、

急に閉園となったら、保護者は、やっぱり子供の預け先にすごく困ってしまうと思うんですけ

れども、閉園をする場合に、子供たちの保育について、市はどのように対応されているんでし

ょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。 

 閉園後も、引き続き保育の提供が必要なお子様につきましては、他の保育園等に転園してい

ただくこととなります。市といたしましては、保育の継続ができるように、周辺施設にお声が

けをするですとか、転園先の確保に努めるほか、転園申請に基づきまして行う入所選考におき

ましては、優先的な選考を行わせていただいております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 次に、問題が生じている民間保育園、例えば、職員に欠員が出ていて、

補充がされなかったりとか、あと、保育環境に問題があるなど、職員や保護者から苦情が寄せ

られている場合があると思うんですけれども、その場合の民間保育園に対する対応について伺

います。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保指導課長。 

○幼保指導課長 幼保指導課でございます。 

 うちの課のほうに、保護者様ですとか、働いている方ですとかから、いろいろ御相談を受け

る機会がございます。今おっしゃった園の運営ですとか、保育の内容というふうなことに対し

て問題が生じているんじゃないかというふうな御相談を寄せられた場合には、速やかに事実確

認を行います。事実確認を行った上で、助言、指導を行いますし、あと、必要に応じて、巡回

指導員がございますので、巡回指導員に定期的に行ってもらって、現地の状況を確認してもら

うというような対応を取っております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 民間保育園協会に苦情解決制度があるということなんですけれども、

例えば、苦情が出ている保育園がその制度に加入していないと、対応することができなくて困

っているというようなことも聞いております。問題が生じたままでは、やっぱり安心・安全な

保育が実施できなくなりますし、あと、園と保護者との信頼関係ということでも悪化してしま

うということになりますので、ぜひ、市の指導のほうを強化していただいて、問題解決を早期

に図って、本来あるべき姿に戻せるように、対応をぜひお願いしたいというふうに思います。 

 次に、保育の質の確保について、キッズゾーンの設置の効果についてをお示しいただけます

でしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。 

 キッズゾーン設置の効果につきましては、昨年度のＪＲ稲毛駅周辺への整備におきまして、
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路面にキッズゾーンという路面表示をする施工の前後で、その周辺を通行する車両の速度を計

測した結果、平均速度が低下していることを確認しておりますので、運転者への注意喚起とし

て、効果があったものというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 庭がない保育園の子供たちは、毎日、公園に出かけていかなくてはい

けないというようなことがありますので、交通事故に遭うリスクも高くなってきます。キッズ

ゾーンが設置されたことで、子供の安全対策に効果があるということなので、これはぜひ、ほ

かにも広げていっていただきたいです。 

 先ほど、今年度は都賀駅と、それから新検見川駅周辺に設置をしているということでしたけ

れども、さらにこれをまた、庭のない保育園の多いところに設置をしていただいて、それと同

時に、キッズゾーンだけでは、やっぱり交通安全対策が十分とは言えないと思いますので、警

察とか、土木事務所とか、そういうところとも協力をして、横断歩道の設置とか、あとガード

パイプや車止め、そういう整備をまずしていただいて、それとあと、やっぱり人の配置も重要

なので、キッズガードは配置されていますけれども、それをぜひ多くの保育園で配置ができる

ように進めていっていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

 次に、巡回指導についてなんですけれども、巡回指導の対象箇所数と、１か所当たりの巡回

数、そして、どのように指導、相談を行っているのか、そして、評価と課題についてお示しく

ださい。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保指導課長。 

○幼保指導課長 幼保指導課でございます。 

 まず、巡回指導の昨年度の対象施設から申し上げますと、認可外保育施設を含めまして、

358施設ございました。 

 １か所当たりの巡回数なんですけれども、まず基本的に、全ての施設に対して、少なくとも

年１回は巡回を実施するというふうなことを行っています。あとは、家庭的保育者の御家庭で

保育を受け入れるという家庭的保育事業というのがあるんですけれども、そちらに対しては、

毎月１回、必ず行くようにしております。それ以外にも、必要に応じまして、随時の巡回を実

施しておりまして、昨年度の実績で申し上げますと、計1,096回の巡回指導に行きました。 

 巡回指導を行った際の巡回の仕方ということなんですけれども、先ほども申し上げました公

立保育所の所長経験者が、巡回指導員として、ついておりますので、経験、知識が豊富な人間

となっております。その人間が現場のほうに行って、その現場の人間から直接話を聞きながら

アドバイスをするというふうなことをやってございます。例えば、保育士ですと、保育内容で

すとか、保育日誌の記載方法の相談を受けて、アドバイスをするですとか、ここがぐらついて

いて危ないんじゃないかとかというような保育環境の設定方法などについて、助言ですとか、

指導とかをしております。 

 評価と課題のところなんですけれども、我々としましては、巡回指導員が保育現場のほうに

直接赴きまして、現地で相談に応じて助言、指導を行うというふうなことによりまして、保育

の質の確保と向上に役立っているのではないかと考えております。 

 一方、課題なんですけれども、やはり施設数が増加しておりますので、巡回指導を着実に実
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施していくための体制づくりというのが課題であると考えております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員に申し上げます。残り10分を切りました。時間内でまとめて

いただきますよう、お願いいたします。安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 民間園は、保育士の経験年数が短く、あと、施設長の方も若い方が多

いというふうに思いますので、園のほうから相談されることもいろいろあると思うんですけれ

ども、どのような相談が多いか、把握しておりますでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保指導課長。 

○幼保指導課長 細かいところまで申し上げられないんですけれども、例えば、配慮が必要な

お子さんがいたときに、どういった面に気をつけて保育を行えばいいかですとか、あとは、例

えば、保護者からいろいろ御相談とか、御意見をいただいたときに、どういうふうに保護者に

対してお話をすればいいかですとか、あとは、アレルギーを持ったお子さんに対しての給食を

提供するときに、どういった面に力をつけて提供すればいいかですとか、やはりいろいろ多岐

にわたる御質問がありますので、それぞれの有資格者の巡回指導員がアドバイスをしていると

いうところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 巡回指導員は、栄養士を１名増やして２名にしたということで、あと

は、保育士の所長だった方が回って、あと、看護師も１名ということで、15名体制でやってい

るということは承知しましたけれども、やはり358施設、すごく多い施設数ですから、これを

15人で回っていくというのは大変なことだというふうに思うんです。ですから、保育の質をよ

くしていくということであれば、指導する方も、もうちょっと人数を増やしていただいて、十

分な指導ができるようにしていっていただきたいというふうに要望しておきます。 

 次に、教育・保育人材の確保なんですけれども、今、保育士不足が大変問題というか、大き

く取り上げられていますけれども、保育士の平均勤続年数についてお示しいただけますでしょ

うか。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保指導課長。 

○幼保指導課長 幼保指導課でございます。 

 民間の状況が把握できておりませんので、公立の保育所の状況だけで申し上げますと、公立

保育所に勤務する保育士の平均勤続年数が、今年の４月１日時点で9.1年というふうになって

ございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 9.1年というのは、何か私が思っていたよりもすごく短くて、公立保

育所の保育士だったら、もうちょっと長く勤められるんじゃないかなと思っていたんですが、

長く働きたいと思える職場になっていないのかなというふうに感じました。 

 保育士さんは、転職してキャリアアップしていく、そういう仕事ではなくて、やっぱり長く

働く中で経験を積んで、専門職として成長していくものだというふうに思うんですけれども、

なぜ長く働けないのか。やっぱりそこのところを分析してもらって、対策を考えていってもら



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

－49－ 

いたいなというふうに思っています。 

 保育士不足を解消していくためには、新たに雇用を増やしていくのと、やっぱり定着しても

らうということが欠かせないと思うんですけれども、保育士の離職率については、いかがでし

ょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保指導課長。 

○幼保指導課長 幼保指導課でございます。 

 こちらも、公立の状況だけで申し上げさせていただきます。令和４年度の離職率としまして

は、3.4％となってございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 3.4％が多いか少ないかというのはあれなんですけれども、やはり公

立保育所で長く働いていただくということを、対策を立てていっていただきたいなというふう

に思います。 

 最後に、保育士の養成施設の新卒者の確保の内容についてお示しください。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保指導課長。 

○幼保指導課長 幼保指導課でございます。 

 新卒者確保の内容ですけれども、学生に対して、千葉市の保育所を就職先として検討しても

らいたいというふうなことを考えておりまして、保育士養成施設のほうに出張して、説明会を

実施しております。説明会を開催する際には、可能な限り、その養成校の出身の卒業生を同行

させて、実際の実体験とかを話していただくというふうなことで、本市に対しての親しみと魅

力を感じてもらうように取り組んでおります。 

 令和４年度の実績なんですけれども、コロナの感染症などを踏まえて、ウェブでの開催も含

めて、市内外の６施設で出張説明会を実施しました。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） この出張説明会によって、千葉市の受験者は増えたんでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保指導課長。 

○幼保指導課長 幼保指導課でございます。 

 今、公立の保育士の採用の受験者数の推移を持っていないので、なかなかお答えできないん

ですけれども、ただ、少なくとも、こういった取組をやることによって、先ほども申し上げま

したけれども、卒業生で実際に働いてくれている人に、現場の状況とかを体験談として伝えて

いただくということで、本市に対して親しみとか親近感、また、就職先としての魅力というの

が、一定程度伝えられているものと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 千葉市の努力については、理解をいたしました。 

 本当に、今、保育士不足で、どこの自治体も困っていると思うんですけれども、取り合いに

なるんじゃなくて、やっぱり保育士が働きやすい職場づくりと、あとは、今、潜在保育士とし

て家庭にいる方たちが、もう一回働いてみようというふうに思える、そういう保育の職場づく
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りというのが本当に求められていると思うんですけれども、それは、自治体だけではなくて、

国の責任も大きいと思いますので、ぜひ、保育士が働きやすい、そういう条件を整えてもらえ

るように、国にもぜひ要望していっていただきたいと思います。 

 以上で、質問を終わります。 

○主査（渡辺 忍君） 大平委員。 

○委員（大平真弘君） 一問一答でお願いします。 

 各委員が、もう既に質問したいことを一とおり質問されておりますので、３点だけ簡潔に述

べさせていただきます。 

 まず、147ページの子どもルームの整備。運営についてです。 

 土曜日の開所時間延長ということで、８時から16時半から８時、19時ということで拡充され

たということなんですけれども、これは、全ての子どもルームで、この時間に延長されたとい

う認識でよろしいでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 健全育成課長。 

○健全育成課長 健全育成課です。 

 全ての子どもルームで延長しております。 

○主査（渡辺 忍君） 大平委員。 

○委員（大平真弘君） ありがとうございます。安心いたしました。 

 そして、子どもルームは、現状では、日曜日、祝日は開所されていないという認識なんです

けれども、併せて、保育所に関しても聞きたいんですが、接客業等で曜日に関係なく働かれて

いる保護者の方も多いと思うんですけれども、日曜、祝日の開所状況について、子どもルーム

と併せて、保育所等でも、ちょっとあれば、伺えればなと思います。 

○主査（渡辺 忍君） 健全育成課長。 

○健全育成課長 子どもルームの日曜日の開設という話と理解しましたが、子どもルームは、

大前提として、学校の補完として動いております。ですので、学校がある日、親御さんが子供

を学校に行かせ、そして、その放課後、両親の就労のため、どこか居場所をというふうに、そ

れで運用しております。ただ、学校が突然お休みになる日とかもありますので、そもそも学校

がある日は、子どもルームはやるという大前提です。あとは、土曜日とか、学校が授業参観で

あるとか、そういうときも、その補完をするというふうに考えております。 

 これまで、土曜日はやっていたんですが、昔ながら、恐らくかつて土曜日、仕事、学校もあ

って、半ドンと言われる、土曜日の午前中で仕事が終わって親が帰ってくるという時代のこと

も引きずっていますので、恐らく土曜日の午後早く、３時とか４時半まで預かってということ

だったんですが、時代が変わってきまして、昨年度から夜の７時まで預かるよという動きも出

てきております。 

 ですので、これまでどおり、学校の補完としてやっていきますが、やはり日曜日、祭日、ニ

ーズ調査等を踏まえて、もし本当に多いのであれば、これは検討していく必要があると考えて

おります。ただ、今現在、土曜日につきましても、先ほどからお話ししたように、9,200人に

対して、土曜日は300人、要するに３％ぐらいの利用率です。ですので、その辺も踏まえて、

数字のこととか、ニーズをこれから調査して検討すべきなのかなと考えます。 

 以上です。 
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○主査（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。 

 保育施設におけます日曜、祝日の状況でございますけれども、主要施策の成果説明書で申し

上げると、155ページにある、先ほどの答弁にも出てきておりましたが、休日保育というもの

が、それに当たるものとなっております。 

 実施日といたしましては、日曜日、祝日、それと年末、12月29日から12月31日を対象として

おりまして、利用時間といたしましては、朝の７時から18時までということで、実施状況とい

たしましては、成果説明書に記載のとおりでございますが、令和４年度実績で申し上げますと、

箇所数が９か所、利用児童数が延べで3,160人といった状況となっております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 大平委員。 

○委員（大平真弘君） ありがとうございます。 

 ３％ということで、一定のニーズはあるのかと考えておりまして、もちろん全てを行う必要

はないと思いますので、ニーズに合わせて今後の施策を考えていただければなと思います。 

 次に、149ページの子どもの貧困対策総合コーディネートについてです。 

 こちらも、委員が既に質問されていて、配置箇所が４か所から５か所になり、39から68のケ

ースがあると先ほど述べられていたんですけれども、この中で美浜区がないので、美浜区の状

況について、お聞かせください。 

○主査（渡辺 忍君） こども家庭支援課長。 

○こども家庭支援課長 美浜区におきましても、今年度から配置されまして、これで全区配置

というような形になっております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 大平委員。 

○委員（大平真弘君） ありがとうございました。安心いたしました。 

 続きまして、最後に、154ページの教育・保育人材の確保についてです。 

 こちらは、６月の一般質問でも私はさせていただいたんですけれども、教育・保育人材の確

保に向けて、もともとの目標値等があったのかなと思うんですけれども、その目標値や、あと

は、ここに書かれている数字はどの程度達成できたものなのかというのが、もしあれば、お聞

かせください。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。 

 まず、保育士等の給与改善につきましては、3,596人と記載しておりますのは、こちらは、

対象園の保育士全員とお考えいただければと思います。実施割合は、100％となっております。 

 宿舎借上げにつきましては、こちらは、具体的にニーズに沿って対応しておりますので、目

標というよりは、実績で申し上げさせていただきますと、令和４年度は、179園の520人に対し

て、宿舎借上げの補助を行っているところでございます。 

 修学資金貸付につきましても、こちらも、求めに応じて対応しているものでございますので、

予算額の上限というものは、当然、設定としてはございますけれども、具体に目標というより

は、実績という形で、53人に対して、市の単独の上乗せ分を含めて、貸付けを行っている、そ
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ういった状況でございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 大平委員。 

○委員（大平真弘君） ありがとうございます。 

 保育人材の確保というのは、喫緊の課題だと私も認識しておりますので、こちらは、本年度

も来年度も継続的に、恐らく人材確保というのは、千葉市においても重要な課題だと思います

ので、しっかりと継続して、もし必要なものであれば、目標等を設置していただいて、取り組

んでいただくことを要望いたします。 

 以上になります。 

○主査（渡辺 忍君） 石井委員。 

○委員（石井茂隆君） 一問一答でお願いします。特別会計について、お聞きします。母子父

子寡婦福祉資金貸付のことについて、お聞きします。 

繰入金が188万円、繰越しが１億3,600万円、それから、市債をまた起こしているんですよね。

今まで、この特別会計は、この状況で進んでいるのかどうか。最近は少なくなっているのかな、

繰越しが多い関係で。まず、１点目、お願いします。 

○主査（渡辺 忍君） こども家庭支援課長。 

○こども家庭支援課長 こども家庭支援課でございます。 

 母子父子寡婦の貸付金に関しましては、90％以上が修学資金あるいは就学支度資金の借入れ

でございまして、昨今では、令和２年に修学金の借入金の新制度がスタートしまして、そちら

での、窓口でも、そちらのほうが有利な場合は、そちらのほうの借入れを御案内いたしますし、

実際に、貸付けを今受けている方に関しましても、そちらへの切替えが可能な方に関しては、

そちらの切替えを御案内しています。といったところで、貸付額がどんどん右肩下がりで下が

っているような状況で、繰入金もこういうふうな形になっているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 石井委員。 

○委員（石井茂隆君） ということは、ほかの有利なものが出てきたようですよね。 

 そうすると、役割としては、一応終わっているのかな。そのことについては、どうですか。 

○主査（渡辺 忍君） こども家庭支援課長。 

○こども家庭支援課長 こども家庭支援課でございます。 

 その新制度に関しましても、貸付けの要件がございますので、そういった要件に当てはまら

ない方に関しましては、まだ、こちらの存在理由、価値といったものはあるというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 石井委員。 

○委員（石井茂隆君） 市債を取っているんですよね。これは必要があったのかどうか。なさ

そうですけれども。 

○主査（渡辺 忍君） こども家庭支援課長。 

○こども家庭支援課長 市債のほうを充てるかどうか、そこは財政部門のほうと協議しなけれ

ば分からないんですけれども、足りない部分に関しましては、市債で補填しているというな形



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

－53－ 

となっております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 石井委員。 

○委員（石井茂隆君） これだけ余っていて、たくさんあるから、市債は財政がどう考えてい

るか分かりませんけれども、必要じゃないんじゃないかなとも思います。 

 それと、返済のほうは、当然、貸付けだから、あると思うんですけれども、どんな状況です

か。 

○主査（渡辺 忍君） こども家庭支援課長。 

○こども家庭支援課長 こども家庭支援課でございます。 

 令和４年度の償還率でございますが、現年度が88.9％、過年度が8.7％で、合計が45.9％と

いうような形でなっております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 石井委員。 

○委員（石井茂隆君） では、返済のほうでは、苦しい状況が続いていると判断いたしました。 

 次に、もう一点だけ、放課後児童健全育成事業補助金というのがある。147ページになるの

かな。国の予算も、県の予算も、市の予算もあるわけだけれども、全体としては、どんな予算

構成になっているんですか。 

○主査（渡辺 忍君） 健全育成課長。 

○健全育成課長 健全育成課でございます。 

 子どもルーム整備・運営に係る費用としましては、右上の38億円ということで……（石井委

員「もっと小さい」と呼ぶ） 

○主査（渡辺 忍君） 民間施設のほうで。（石井委員「いや、放課後児童健全育成事業補助

等」と呼ぶ）健全育成課長。 

○健全育成課長 ４番の補助等のほうですね。 

 こちらにつきましては、１億2,121万2,000円という全体で、国と県と市の３分の１ずつでと

いうふうに。 

○主査（渡辺 忍君） 石井委員。 

○委員（石井茂隆君） ということは、全額で、個人の支払いはないということですか。その

中でやっている。１億2,000万円、約３分の１ずつでやっているということですか。 

○主査（渡辺 忍君） 健全育成課長。 

○健全育成課長 14か所の民設ルームに対して、補助金という形で渡しております。これは、

各ルーム、施設において、子供の人数に応じて幾らの補助、あとは、年間何日やったら幾らの

補助という形で、トータルで補助で渡しております。 

○主査（渡辺 忍君） 石井委員。 

○委員（石井茂隆君） そうすると、これは渡し切りというのかな。渡したお金は、どうやっ

て使われているかというのが出てきますよね。それとも、渡しちゃって、何人いたから500万

円なら500万円渡しちゃって、自由に使ってくれというのか、その辺はどうなんですか。 

○主査（渡辺 忍君） 健全育成課長。 

○健全育成課長 それぞれの民設ルームにおかれましては、我々の補助金と、あと、利用者か
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らの利用料金、そういうのを含めて運営をやっております。我々のほうも、きちんと、秋に全

部報告書、年度末報告書、そしてモニタリング調査ということで、適正に使われているかとい

うのは確認しつつ、運営を我々のほうもちゃんと見ております。 

○主査（渡辺 忍君） 石井委員。 

○委員（石井茂隆君） ありがとうございました。 

 これは、モニタリングと、そうすると。そうだけれども、監査というのは入らないんだよね。

よく、社会福祉法人なんかは入っていますよね。こういうのは入らないで、担当部署によって

把握しているという理解でよろしいですか、 

○主査（渡辺 忍君） 健全育成課長。 

○健全育成課長 委員のおっしゃるとおりです。 

 しかし、今年度、もう少し、監査まではいかないですが、我々の中でも、少し項目を絞り込

んで、もう少しチェック機能を高めようということで、今までのモニタリング、プラスアルフ

ァの部分で、もう少しきちんと見ていこうというふうには話が進んでおります。 

○主査（渡辺 忍君） 石井委員。 

○委員（石井茂隆君） ありがとうございました。また、しっかりよろしくお願いします。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） ほかに御質疑ありますか。岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） 一問一答です。 

各委員がいろいろ細かいところまで質問がありましたけれども、私のほうから何点か、確認

も含めて、新型コロナウイルス感染症対策のところで、コロナの期間、物価高騰とかで予算が

計上されていますが、これはいつ頃まで計上していくんでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。 

 決算の内訳にありますように、国費が多分に含まれる事業となっておりますので、こちらの

継続等々、期間に関しましては、国の動向等を注視しながら、適切に対応してまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） 国の動向と合わせてということで、例えば、国が終わった後でも、市

として補助を加えていくのかどうか、お考えをお聞かせください。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。 

 物品ですとか、あと物価高騰とか、個々に分けて考える必要はあるかと思っておりますけれ

ども、基本的には国の動向に合わせてと考えておりますが、それぞれの状況に応じて検討して

いくべき事項かと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） ありがとうございます。 

 次に、子どもルームの整備のところなんですが、夏休み中、例えば、平日、土曜日もという
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ことでありましたけれども、これは全日程、夏休み、ルームは開設しているわけでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 健全育成課長。 

○健全育成課長 健全育成課です。 

 夏休みにつきましては、土曜日、祝日、あとはお盆期間中、ここはお休みとなっております。

あとは全部やっております。 

○主査（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） それに併せて、例えば、冬季休業とか、学年末休業とか、そういった

多少長い期間の休みについては、いかがでしょうか。 

 また、この時間が延長になったんですが、７時までやるというようなところは夏季休暇と全

部一緒なのかどうか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 健全育成課長。 

○健全育成課長 健全育成課でございます。 

 冬休み、春休み、秋休みも、夏と同じように、通常どおり、子どもルームは朝の８時から延

長で夜の７時までやります。土曜日も同じようにやっております。 

○主査（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） 長く見ていただいて、大分助かるんですけれども、この間に、例えば、

おやつの提供とか、あるいは、おやつを持ち込むとかというようなことはあるんでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 健全育成課長。 

○健全育成課長 子供たちのおやつにつきましては、各事業所、個々の子どもルームで用意し

てありますので、持込みは、基本、行っておりません。ただ、アレルギー対応とか、いろいろ

なことを加味しながら、ルームの指導員たちが努力している、運営していただいているところ

であります。 

○主査（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） ちょっと遅くまでやる場合に、やはりそこまでお腹がすいちゃうかな

というところで、お考えをしていただければ、ありがたいと思います。これは要望でお願いい

たします。 

 続きまして、ヤングケアラーのところになりますが、いろいろな研修を含めてやっていると

いうところなんですが、ヤングケアラーは年々増加はしているんでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） こども家庭支援課長。 

○こども家庭支援課長 ヤングケアラーに関しましては、まさに実態の調査が、令和２年度に

国が開始しまして、より実態を把握するために、地方でも調査をするのが望ましいということ

で、国も補助金をつけながら、実態調査のほうを各自治体に促しているところでございます。

本市も、令和３年度に実態調査を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） 実態調査をするということなんですが、この研修を通して、研修した、

先ほど答弁にもありましたけれども、いろいろな方が研修に来ていて、いろいろな立場からヤ

ングケアラーを発見できる状況をつくっていただきたい。 

 それと、もう一つは、やはり一番実態を知っているのは、地域での児童委員とか、あるいは
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民生委員とか、そういった地域で、ある程度その地域を見ている方がいると思いますので、そ

ういった方の参考というか、アドバイスも聞きながら、やはり早期にヤングケアラーの実態を

把握していただきたいなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 もう一つ、新児童相談所についてなんですが、基本計画の策定をつくるというところで、今

現在の児童相談所と、どういう点を変えようとしているのか、分かる範囲で結構ですので、お

願いできればと思います。 

○主査（渡辺 忍君） こども家庭支援課企画調整担当課長。 

○子ども家庭支援課企画調整担当課長 こども家庭支援課企画調整担当課長でございます。 

 新しい児童相談所についてですけれども、今ある児童相談所は相当古い児童相談所になって

おります。現状、一時保護所のほうもかなり古くてというところになっていますので、先ほど

申し上げたように、併設することを検討しているというところも、いわゆる子供たちの社会的

養護という部分を重視した形で、新しい児童相談所について、子供たちの権利擁護を図った上

での児童相談所になるような形を検討しているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） 今までの児童相談所で、いろいろな問題があると思いますので、そう

いった問題を把握しながら、新たな場所で、そういった工夫をしながら、子供たちのための支

援をしていただけるとありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、民間保育園整備についてなんですが、保育所新設、６か所ができたんですけれども、

今後、どこの区を重点にして整備していくおつもりかどうか、お聞かせ願いたいと思います。

先ほど、どなたか委員で、私も花見川区なんですけれども、花見川区は結構、民間の保育施設

がちょっと足らないところがあるので、もし今後の計画が分かれば、教えていただきたいと思

います。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保支援課長。 

○幼保支援課長 幼保支援課でございます。 

 民間保育園等の整備につきましては、マンション建設等で需要が供給を大幅に上回る地域に

限って整備をしていくこととしておりますので、どこの区というわけではなく、人口が増える

ところに整備をするということを計画しております。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） では、それに関連しまして、155ページの民間保育園等改築助成金の

ところなんですけれども、これは２か所ということなんですけれども、この助成は、例えば、

老朽化で直す場合もあるし、例えば、増築というのも考えられると思うんですけれども、例え

ば、そこの保育園でかなりきている場合に、増築して人数を増やすというようなところも考え

られるのではないのかなと思うんですけれども、そういったお考えはあるんでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保支援課長。 

○幼保支援課長 幼保支援課でございます。 

 主要施策の成果説明書に記載している民間保育園等改築助成につきましては、老朽化した保

育園の改築事業について記載をしております。定員増、保育の受皿の定員を増やすための増築
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ですとか、あとは例えば、分園を設置するですとか、そういったことにつきましては、新設と

同じように、地域を限定して公募して、人口が増える地域に増築、分園設置等をする場合に補

助を出すという内容は、これまでもやってきております。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） では、増築も新築も一緒という考え方でよろしいんですね。 

○主査（渡辺 忍君） 幼保支援課長。 

○幼保支援課長 幼保支援課でございます。 

 どれぐらい、受皿に対して需要が増えるかというのを推計しまして、この地域は新設を公募

する、この地域は定員増、分園設置を公募するというような、必要な受皿数に対して、必要な

供給数が提供できるようなものを、毎年、公募をかけてさせていただいておりますので、増築

と新築が一緒というわけではないですけれども、必要に応じて整備を進めているというところ

でございます。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） では、必要人数に応じてということで、整備をしていくというような

形で了解いたしました。 

 以上で、終わります。 

○主査（渡辺 忍君） ほかに御質疑がなければ、以上で、こども未来局所管の審査を終わり

ます。 

 こども未来局の方々は、御退室願います。御苦労さまでした。 

［こども未来局退室］ 

 

指摘要望事項の協議 

○主査（渡辺 忍君） それでは、こども未来局所管について、指摘要望事項の有無、また、

ある場合には、その項目について、御意見をお願いします。 

 なお、１分科会当たりの提案件数は原則２件までとなっておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 また、仮に発言がお一人であっても、内容がふさわしく、反対する意見がなければ、指摘要

望事項とすることは可能とされておりますので、このことを御理解の上、御協議いただきたい

と思います。 

 それでは、御意見がありましたら、お願いいたします。御意見をまとめるためにも、皆様の

意見を出していただきたいと思います。 

 指摘に値する内容が今日話し合われた内容であれば、各分科会で２件なので、こども未来局

で１件、教育委員会で１件ということが、今までは多いです。今日話し合われた内容で、特に

これを取り上げたほうがよいというような意見がありましたら、お願いします。石川委員。 

○委員（石川美香君） では、155ページの多様な保育需要への対応という部分で、花見川区

に関して、ちょっと一時預かり利用できる箇所が少ないというのと、あと、休日保育が花見川

区においては一か所もないという、その部分を要望いたします。 
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○主査（渡辺 忍君） ほかに御意見ありませんでしょうか。黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） 147ページの子どもルームのことで、民営の子どもルームでは、夏季

の食事を提供しているということなんですけれども、ほかの子どもルームでも、食事の提供に

ついて考えていただきたいなと思います。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員、お願いします。 

○委員（段木和彦君） ヤングケアラーについては、カテゴリーが新しくて、まだそんなにデ

ータは出ていないんですけれども、これから、この決算から予算につなげていくためにも、ヤ

ングケアラーを入れるのはどうかなというふうに御提案させていただきます。 

○主査（渡辺 忍君） ありがとうございます。 

 ほかには。安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 子ども家庭総合支援拠点の運営、整備のところで、ほかの委員からも

意見が出ていたと思うんですけれども、やっぱり児童相談所と、それから、この支援拠点の役

割分担というか、それも今後重要になってきますし、あと、人材の確保のところでも、これは

本当に待ったなしの問題だと思うので、ここのところを強化していただけたらなと思います。 

○主査（渡辺 忍君） ありがとうございます。大平委員。 

○委員（大平真弘君） 質疑した内容と同じものにはなってしまうんですけれども、結局、子

供に関しても、教育に関しても、人材が確保されていなければ、ハード面が供給されたとして

も、できないので、しかも、人材の確保については、全国的にデータ等も取れますから、やっ

ぱりしっかりデータ等を取った上で検証して、行えるものを行っていくべきだと考えますので、

教育・保育人材の確保について、私からは提案させていただきます。 

○主査（渡辺 忍君） ほかにはありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○主査（渡辺 忍君） 御意見ありがとうございます。 

 それでは、ただいまの御意見を踏まえ、正副主査において、こども未来局所管の指摘要望事

項の案文を作成させていただき、９月27日水曜日の本会議散会後に開催される分科会におきま

して、御検討をお願いいたします。 

 以上で、本日の日程は終了いたしました。 

 次回は、９月25日月曜日の10時より、教育未来分科会を開きます。 

 本日は、これをもって散会とします。御苦労さまでした。 

 

午後２時23分散会 

 

 


